
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
六
一
合

一
九
九
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
と

合
衆
国
輸
出
入
銀
行
（Exim

bank

）
の
役
割

山
　
　
城
　
　
秀
　
　
市

は
じ
め
に

ク
一
ン
ト
ン
一
権
は
ソ
連
が
崩
壊
し
、
東
西
対
立
・
冷
戦
が
終
了
し
合
際
経
済
体
制
が
新
た
な
展
開
を
み
せ
た
一
一
一
三
一
に
発
足
し

た
が
、
そ
一
一
一
一
一
は
レ
ー
ガ
ン
一
権
や
Ｈ
．
Ｗ
ブ
ッ
シ
ュ
一
権
一
は
異
な
り
一
一
一
一
一
経
済
的
利
益
を
重
視
し
た
現
実
的
で
対
決

的
な
も
一
一
な
っ
て
い
く
。
レ
ー
ガ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
一
権
一
も
一
で
一
一
一
収
支
お
よ
び
経
常
収
支
は
八
一
一
一
ま
で
赤
字
状
態
を
継
続

す
る
が
、
そ
一
経
常
収
支
赤
字
は
一
一
一
に
減
少
に
転
ず
る
。
一
一
一
一
一
一
収
支
赤
字
一
減
少
は
、
合
内
需
要
一
停
滞
に
伴
う
合
合
減

少
一
傾
向
が
大
き
い
た
め
、
そ
一
後
一
合
内
景
気
一
動
向
に
よ
っ
て
一
三
一
か
ら
再
び
一
一
赤
字
が
拡
大
し
て
い
る
。
八
一
一
一
初
一
一

三
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
七
一
合

一
収
支
は
、
レ
ー
ガ
ン
一
権
下
で
一
金
融
引
締
め
一
一
一
拡
張
的
な
財
一
一
一
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
一
で
あ
っ
た
。
財
一
赤
字
一
増
加
は

一
一
一
一
合
内
一
貯
蓄
を
流
合
さ
せ
新
規
投
資
が
借
合
を
通
し
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
さ
れ
る
こ
一
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
合
内
貯
蓄
不
足
一

金
融
引
締
め
一
一
は
ま
た
利
子
率
を
上
昇
さ
せ
、
そ
れ
が
ま
た
ド
ル
一
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
を
引
上
げ
た
。
こ
一
ド
ル
高
に
よ
っ
て
合

合
品
が
一
一
一
一
合
内
で
安
く
な
り
、
一
一
一
一
一
合
合
品
は
外
合
で
は
高
く
な
る
。
そ
一
結
果
、
一
一
一
一
一
一
一
収
支
は
深
刻
な
赤

字
を
計
上
す
る
。
一
二
一
以
降
一
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
一
上
昇
が
一
一
一
一
へ
一
投
資
機
会
を
求
め
る
外
合
か
ら
一
資
本
流
合
を
反
映

す
る
一
一
も
に
、
一
一
一
一
製
品
に
比
べ
て
外
合
製
一
財
価
格
を
低
下
さ
せ
る
こ
一
に
よ
っ
て
一
一
収
支
赤
字
一
拡
大
を
も
た
ら
し
た
こ

一
を
示
し
て
い
る
。

ク
一
ン
ト
ン
一
権
に
お
け
る
一
一
一
一
は
自
合
一
経
済
的
覇
権
一
た
め
一
競
争
強
化
や
経
済
成
長
一
雇
用
一
確
保
、
そ
し
て
そ
一
た
め

に
必
要
な
合
合
一
拡
大
一
を
一
る
な
ど
経
済
を
安
全
保
障
一
中
心
に
お
く
経
済
安
全
保
障
を
掲
げ
る
。
さ
ら
に
、
対
外
経
済
一
一
一
調
整

一
立
案
を
お
こ
な
う
合
家
経
済
会
議
合
Ｎ
Ｅ
Ｃ
合
を
設
け
た
。
こ
う
し
て
自
合
一
経
済
的
利
益
を
最
優
先
さ
せ
る
一
一
一
一
優
先
主
義
を

掲
げ
、
一
一
一
一
経
済
自
身
一
強
化
を
目
指
し
た
。
一
く
に
、
対
日
要
求
は
よ
り
強
硬
一
な
り
、
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
一
復
活
一
数
値
目

標
一
設
定
、
結
果
を
重
視
す
る
管
理
一
一
に
傾
斜
し
、
保
護
一
一
主
義
一
強
化
を
指
向
す
る
。

本
稿
は
一
一
一
一
一
ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
戦
略
的
な
一
一
一
一
一E

xim
bank

一
合
合
一
検
討
を
叙
述
課
題
一
す
る
が
、
第
一
節
で
は

管
理
一
一
あ
る
い
は
保
護
主
義
に
傾
斜
す
る
一
一
一
一
一
直
面
す
る
合
際
収
支
動
向
一
均
衡
調
整
一
一
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
一
一
五
一

以
降
一
ド
ル
一
減
価
に
対
し
て
は
Ｇ
７
一
為
替
レ
ー
ト
是
正
要
求
一
ド
ル
回
復
一
た
め
一
協
調
介
合
が
合
わ
れ
る
。
一
く
に
、
円
、
ド
イ

ツ
マ
ル
ク
に
対
す
る
ド
ル
一
引
上
げ
は
一
五
一
以
降
、
イ
ン
フ
レ
率
一
低
下
一
交
一
条
件
一
改
善
を
通
し
て
一
一
一
一
経
済
に
有
益
な
効

果
を
も
た
ら
し
た
。
第
二
節
は
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
推
進
す
る
多
合
間
主
義
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
地
域
主
義
、
対
日
・
対
Ｅ
Ｕ
一

三
三



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
七
一
合

一
交
渉
一
二
合
間
主
義
等
で
構
成
さ
れ
、
一
五
一
に
発
足
し
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
や
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
へ
も
積
極
的
に
係
わ
る
な
ど
自
由
化
を
推
進
す
る
ク

一
ン
ト
ン
一
権
一
一
一
一
一
を
検
討
し
た
。

第
三
節
は
、
八
一
一
一
一
府
一
一
一
関
与
拡
大
に
よ
っ
て
一
一
一
一
理
念
が
「
自
由
一
一
主
義
」
か
ら
「
公
正
一
一
主
義
」
へ
転
換
し

た
こ
一
を
反
映
す
る
ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
管
理
一
一
お
よ
び
競
争
力
一
一
が
課
題
で
あ
る
。
二
合
間
あ
る
い
は
一
方
的
な
通
商
交
渉
に
お

け
る
強
権
的
な
市
場
開
放
一
要
求
は
一
一
一
一
企
業
一
収
益
性
低
下
一
失
業
者
増
大
を
背
景
に
そ
一
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
に
至
り
戦
後

通
商
体
制
一
決
定
的
な
転
換
を
意
味
し
た
。
そ
一
契
機
一
な
っ
た
レ
ー
ガ
ン
一
権
に
よ
る
一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
に
つ
い
て

も
詳
細
に
検
討
し
た
。

一　

一
一
一
一
一
一
一
合
際
収
支
不
均
衡
調
整
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
収
支
は
、
八
七
一
一
歴
史
的
な
赤
字
を
記
録
し
た
一
ち
、
八
八
一
以
降
、
徐
々
に
改
善
傾
向
を
た
ど

る
。
一
く
に
、
一
一
一
一
一
一
一
一
赤
字
は
大
幅
に
縮
小
し
、
し
か
も
湾
岸
戦
争
一
影
響
も
あ
り
日
本
一
一
一
億
ド
ル
一
支
払
い
等
か
ら

移
転
収
支
が
黒
字
化
し
た
た
め
、
経
常
収
支
赤
字
は
大
幅
に
改
善
し
た
。
ま
た
、
一
一
八
五
一
か
ら
一
三
一
ま
で
一
商
品
合
合
は
二
一
五
一

億
ド
ル
か
ら
四
五
六
八
億
ド
ル
一
一
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
一
二
一
ま
で
に
一
一
一
一
は
世
界
最
大
一
合
合
合
一
し
て
一
地
位

を
回
復
し
、
一
一
一
一
製
造
業
一
雇
用
は
六
人
に
一
人
が
直
接
間
接
合
合
関
連
で
あ
っ
た
合
１
合

。
商
品
合
合
も
ま
た
重
要
性
を
増
し
た
。
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
お
け
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
一
合
合
比
率
は
、
堅
調
に
推
移
し
て
や
は
り
戦
後
最
高
水
準
一
一
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
合
２
合

。
し

か
し
、
一
一
一
一
一
一
赤
字
一
減
少
は
、
合
内
需
要
一
停
滞
に
伴
う
合
合
減
一
傾
向
が
大
き
い
た
め
、
そ
一
後
一
合
内
景
気
一
動
向
に

よ
っ
て
一
三
一
か
ら
再
び
一
一
赤
字
が
拡
大
し
て
い
る
。

三
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
七
二
合

八
一
一
一
一
一
一
収
支
を
詳
し
く
み
る
一
、
一
一
収
支
赤
字
は
八
三
一
か
ら
急
激
に
増
加
を
は
じ
め
、
八
七
一
に
は
一
五
一
五
億
ド
ル

一
大
幅
な
赤
字
を
計
上
し
た
。
こ
れ
は
合
合
一
停
滞
一
合
合
一
増
大
に
よ
っ
て
一
一
収
支
が
急
速
に
変
化
し
た
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
高
金

利
に
よ
り
イ
ン
フ
レ
率
が
低
下
し
た
こ
一
も
作
用
し
た
。
こ
一
時
期
、
実
効
為
替
相
場
は
一
一
八
一
一
七
月
か
ら
ピ
ー
ク
一
八
五
一
二
月

に
は
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
一
上
昇
を
示
し
た
が
、
八
一
一
か
ら
八
五
一
一
五
一
間
一
合
合
数
量
一
一
増
加
率
は
わ
ず
か
一
・
三
六
パ
ー
セ

ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
一
よ
う
な
一
一
一
一
一
合
合
増
加
は
、
第
二
次
石
油
危
機
後
一
不
況
に
苦
し
ん
で
い
た
世
界
経
済
を
立
ち
直

ら
せ
る
契
機
一
も
な
っ
た
が
、
他
方
で
一
一
一
一
産
業
一
合
際
競
争
力
一
低
下
も
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
一
八
二
一
か
ら
八
七
一
一
経

常
収
支
赤
字
一
原
因
は
、
先
述
一
イ
ン
フ
レ
率
一
低
下
一
ほ
か
合
内
貯
蓄
率
一
低
下
一
そ
れ
以
上
一
投
資
過
剰
に
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

八
七
一
一
経
常
収
支
赤
字
は
貯
蓄
率
が
回
復
す
る
に
し
た
が
い
、
ピ
ー
ク
以
降
、
八
二
一
五
七
七
億
ド
ル
か
ら
八
七
一
一
五
一
六
億
ド
ル

に
拡
大
し
て
い
る
。

八
三
一
か
ら
八
七
一
一
歴
史
的
な
一
一
収
支
赤
字
は
レ
ー
ガ
ン
一
権
一
一
一
一
一
に
よ
る
一
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
そ
一
新
通
商
一
一
は

「
自
由
・
公
正
一
一
」
を
標
榜
し
、
海
外
一
不
公
正
な
一
一
慣
合
へ
一
対
抗
に
主
眼
を
置
い
た
一
が
最
大
一
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

レ
ー
ガ
ン
一
権
一
一
一
一
一
は
全
体
一
し
て
み
れ
ば
、
自
由
一
一
を
標
榜
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
議
会
一
保
護
主
義
的
機
運
一
圧
力
に
抗

し
き
れ
ず
保
護
主
義
的
措
置
が
拡
大
す
る
一
い
う
矛
盾
に
満
ち
た
も
一
で
あ
っ
た
合
３
合

。
一
一
一
一
一
保
護
主
義
的
措
置
は
、
一
一
六
一
一
一

一
繊
維
、
鉄
鋼
合
合
急
増
に
対
し
て
合
合
自
主
規
制
措
置
一
し
て
開
始
さ
れ
、
七
一
一
一
後
半
に
は
相
殺
関
税
や
一
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
法

一
活
用
、
そ
し
て
合
合
自
主
規
制
措
置
が
多
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
一
保
護
主
義
的
措
置
は
日
本
や
東
一
ジ
一
地
域
か
ら
一
合
合
急
増
に
対

抗
し
た
も
一
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
一
措
置
は
必
ず
し
も
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
ル
ー
ル
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
一
で
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
多
角
主
義
か
ら
逸

脱
し
て
、
二
合
間
協
定
や
合
合
規
制
措
置
に
訴
え
る
ケ
ー
ス
が
拡
大
し
た
。
一
く
に
日
本
や
Ｅ
Ｃ
等
先
進
合
間
摩
擦
が
大
き
な
問
題
一
し

四
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
七
三
合

て
浮
上
し
た
が
、
こ
れ
は
一
一
収
支
悪
化
一
状
況
に
深
く
関
連
し
て
い
る
。
一
一
一
一
製
造
業
一
生
産
能
力
一
欠
如
が
差
し
迫
っ
た
も
一

で
あ
る
一
い
う
認
識
は
、
自
動
車
、
鉄
鋼
、
半
導
体
チ
ッ
プ
お
よ
び
工
作
機
械
等
一
品
目
に
お
い
て
保
護
措
置
一
ケ
ー
ス
を
多
用
さ
せ
た
。

高
度
先
端
技
術
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
一
合
合
促
進
一
一
が
開
始
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
海
外
一
不
公
正
な
市
場
障
壁
お
よ
び
合
内
一
補
助
金

に
対
す
る
認
識
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
合
４
合

。

一
一
一
一
一
一
一
一
一
収
支
は
一
三
一
か
ら
ゆ
る
や
か
に
赤
字
拡
大
を
は
じ
め
合
表
Ⅰ
─
１
合、
一
八
一
以
降
、
そ
一
収
支
幅
を
急
速

に
広
げ
て
い
く
。
一
三
一
一
一
一
収
支
赤
字
は
一
二
一
一
一
六
一
億
ド
ル
に
対
し
て
三
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
増
一
一
、三
二
六
億
ド
ル
で
あ

る
。
こ
れ
が
一
八
一
一
一
一
一
に
急
増
し
、
収
支
幅
は
二
一
一
一
一
に
は
四
、五
四
六
億
ド
ル
に
拡
大
し
た
。
二
一
一
一
一
一
財
・
サ
ー

ビ
ス
収
支
は
お
よ
そ
三
、六
一
一
億
ド
ル
一
赤
字
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
一
約
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。
そ
一
間
に
経
常
収
支
は
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

約
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
一
赤
字
を
記
録
し
た
。
一
一
一
一
経
済
諮
問
委
員
会
一
次
報
告
書
に
よ
る
一
一
収
支
赤
字
拡
大
要
因
一
説
明
は
、

一
一
一
一
一
堅
調
な
経
済
成
長
一
一
七
一
一
一
ジ
一
危
機
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
一
結
果
が
純
合
合
一
顕
著
な
減
少
一
一
一
収
支

赤
字
一
拡
大
を
も
た
ら
し
た
一
す
る
合
５
合

。
一
一
収
支
赤
字
拡
大
一
原
因
は
次
一
三
つ
一
要
素
に
あ
る
一
し
て
い
る
。「
第
一
は
、
他
一
ほ
一

ん
ど
一
工
業
合
よ
り
も
速
い
米
合
一
所
得
成
長
で
あ
り
、
そ
れ
は
合
合
を
増
加
さ
せ
た
。
第
二
は
、
日
本
お
よ
び
他
一
東
一
ジ
一
一
大
部

分
に
お
け
る
紛
れ
も
な
い
合
合
一
収
縮
で
あ
り
、
そ
れ
は
米
合
合
合
を
削
減
し
た
。
第
三
に
、
名
目
タ
ー
ム
、
実
質
タ
ー
ム
双
方
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
貨
お
よ
び
一
ジ
一
通
貨
、
一
り
わ
け
円
に
比
べ
て
ド
ル
が
値
上
が
り
し
た
こ
一
で
あ
る
合
６
合

。」
一
八
一
夏
以
降
、
ド
ル
は
円

に
対
し
て
値
下
が
り
し
て
き
た
が
、
他
一
Ｇ
10
通
貨
に
対
す
る
ド
ル
一
下
落
は
一
一
加
算
ベ
ー
ス
で
は
か
な
り
控
え
め
な
も
一
で
あ
っ
た
。

一
一
収
支
は
一
一
一
一
合
内
一
総
生
産
一
総
支
合
に
お
い
て
、
一
一
一
一
人
が
合
内
で
購
合
し
た
一
一
一
一
合
内
産
一
財
・
サ
ー
ビ
ス

が
控
除
さ
れ
、
そ
一
差
が
合
合
マ
イ
ナ
ス
合
合
、
す
な
わ
ち
一
一
収
支
一
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
一
赤
字
は
一
一
一
一
一
支
合
が
そ
一
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表Ⅰ− １　合衆国の国際取引（１980年〜１999年）
（単位：１00万ドル、四半期値は季調値：貸方は＋、借方は−）

年　・
四半期

財 サービス 財
・
サ
ー
ビ
ス
収
支

所得受取と支払い 一
方
的
経
常
取
引合
純
合

経

常

収

支

合　
　

合

合　
　

合

財
収
支

純
軍
事
取
引

純　

受　

取

旅
合
・
運
合

サ
ー
ビ
ス合
純
合

そ　

一　

他

受　
　

取

支　
　

払

所
得
収
支

1980....... 224,250 -249,750 -25,500 -1,822 -997 8,912 -19,407 72,606 -42,532 30,073 -8,349 2,317

1981....... 237,044 -265,067 -28,023 -844 144 12,552 -16,172 86,529 -53,626 32,903 -11,702 5,030

1982....... 211,157 -247,642 -36,485 112 -992 13,209 -24,156 91,747 -56,583 35,164 -16,544 -5,536

1983....... 201,799 -268,901 -67,102 -563 -4,227 14,124 -57,767 90,000 -53,614 36,386 -17,310 -38,691

1984....... 219,926 -332,418 -112,492 -2,547 -8,438 14,404 -109,073 108,819 -73,756 35,063 -20,335 -94,344

1985....... 215,915 -338,088 -122,173 -4,390 -9,798 14,483 -121,880 98,542 -72,819 25,723 -21,998 -118,155

1986....... 223,344 -368,425 -145,081 -5,181 -8,779 20,502 -138,538 97,064 -81,571 15,494 -24,132 -147,177

1987....... 250,208 -409,765 -159,557 -3,844 -8,010 19,728 -151,684 108,184 -93,891 14,293 -23,265 -160,655

1988....... 320,230 -447,189 -126,959 -6,320 -3,013 21,725 -114,566 136,713 -118,026 18,687 -25,274 -121,153

1989....... 362,120 -477,365 -115,245 -6,749 3,551 27,805 -90,638 161,287 -141,463 19,824 -26,169 -96,982

1990....... 389,307 -498,337 -109,030 -7,599 7,501 30,270 -78,857 171,742 -143,192 28,550 -26,654 -76,961

1991....... 416,913 -490,981 -74,068 -5,274 16,561 34,516 -28,266 149,214 -125,084 24,130 10,752 6,616

1992....... 440,352 -536,458 -96,106 -1,448 19,969 41,918 -35,666 132,056 -109,101 22,954 -35,013 -47,724

1993....... 456,832 -589,441 -132,609 1,385 19,714 42,562 -68,949 134,159 -110,255 23,904 -37,637 -82,681

1994....... 502,398 -668,590 -166,192 2,570 16,305 50,278 -97,039 165,438 -148,744 16,694 -38,260 -118,605

1995....... 575,845 -749,574 -173,729 4,600 21,772 51,410 -95,947 211,502 -190,955 20,547 -34,057 -109,457

1996....... 612,057 -803,327 -191,270 5,385 25,015 58,757 -102,113 223,810 -204,934 18,876 -40,081 -123,318

1997....... 679,702 -876,367 -196,665 5,138 22,152 63,443 -105,932 257,346 -251,160 6,186 -40,794 -140,540

1998....... 670,324 -917,178 -246,854 5,387 10,145 64,424 -166,898 258,445 -264,656 -6,211 -44,029 -217,138

1999....... 684,358 -1,029,917 -345,559 2,684 6,797 71,107 -264,971 276,165 -294,648 -18,483 -48,025 -331,479

2000:

Ⅰ........... 183,728 -289,566 -105,838 252 1,549 18,920 -85,117 80,877 -85,241 -4,364 -12,024 -101,505

Ⅱ........... 191,783 -302,014 -110,231 268 2,296 19,069 -88,598 87,653 -91,756 -4,103 -12,270 -104,971

Ⅲp.......... 200,385 -315,801 -115,416 270 1,270 17,373 -96,503 86,810 -91,328 -4,518 -12,752 -113,773

1 ．センサスデータについて価格評価、範囲、期間の差異を調整した
2 ．四半期データは季節調整なし
3 ．合衆国軍事補助計画下の財・サービス取引を含む

出所）　Economic Report of the President, January 2001, P.392
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表Ⅰ− ２　合衆国の国際取引（１980−１999）
（単位：１00万ドル、四半期は季調値、貸方は＋、借方は−）

年　・
四半期

資本勘
定取引
（純）

金融勘定
統計上の不突合

合衆国保有海外資産（純）
（増加／資金流出（−））

海外保有合衆国資産（純）
（増加／資金流入（−）） 合

計合 

合

品
目
一
総
計

記
号
改
定
に
よ
る

季
調
値
不
突
合

合

計

準

備

資

産

合
合
合
外
貨

一

府

資

産

そ
一
他
合
合
合

民

間

資

産

合

合

合

合

計

海
外
公
約
資
産

海

外

資

産

そ

一

他

1980....... ................ -85,815 -7,003 -5,162 -73,651 62,612 15,497 47,115 20,886 ................

1981....... ................ -113,054 -4,082 -5,097 -103,875 86,232 4,960 81,272 21,792 ................

1982....... 199 -127,882 -4,965 -6,131 -116,786 96,589 3,593 92,997 36,630 ................

1983....... 209 -66,373 -1,196 -5,006 -60,172 88,694 5,845 82,849 16,162 ................

1984....... 235 -40,376 -3,131 -5,489 -31,757 117,752 3,140 114,612 16,733 ................

1985....... 315 -44,752 -3,858 -2,821 -38,074 146,115 -1,119 147,233 16,478 ................

1986....... 301 -111,723 312 -2,022 -110,014 230,009 35,648 194,360 28,590 ................

1987....... 365 -79,296 9,149 1,006 -89,450 248,634 45,387 203,247 -9,048 ................

1988....... 493 -106,573 -3,912 2,967 -105,628 246,522 39,758 206,764 -19,289 ................

1989....... 336 -175,383 -25,293 1,233 -151,323 224,928 8,503 216,425 47,101 ................

1990....... -6,579 -81,234 -2,158 2,317 -81,393 141,571 33,910 107,661 23,204 ................

1991....... -4,479 -64,388 5,763 2,924 -73,075 110,808 17,389 93,420 -48,557 ................

1992....... 612 -74,410 3,901 -1,667 -76,644 170,663 40,477 130,186 -49,141 ................

1993....... -88 -200,552 -1,379 -351 -198,822 282,040 71,753 210,287 1,281 ................

1994....... -469 -176,056 5,346 -390 -181,012 305,989 39,583 266,406 -10,859 ................

1995....... 372 -352,376 -9,742 -984 -341,650 465,684 109,880 355,804 -4,223 ................

1996....... 693 -413,923 6,668 -989 -419,602 571,706 126,724 444,982 -35,158 ................

1997....... 350 -488,940 -1,010 68 -487,998 756,962 18,876 738,086 -127,832 ................

1998....... 637 -335,436 -6,783 -422 -328,231 482,235 -20,127 502,362 69,702 ................

1999....... -3,500 -430,187 8,747 2,751 -441,685 753,564 42,864 710,700 11,602 ................

2000:

Ⅰ........... 166 -178,958 -554 -131 -178,273 236,535 22,015 214,520 43,762 5,724

Ⅱ........... 170 -92,424 2,020 -574 -93,870 245,149 6,346 238,803 -47,924 -2,515

Ⅲp.......... 165 -77,204 -346 110 -76,968 200,169 11,625 188,544 -9,357 -9,691

4 ．インドとの特別合衆国政府取引を含む
5 ．IMF における金、SDR、外国通貨および合衆国準備ポジションから成る

出所）　商務省、経済分析局、Ibid, P.393
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生
産
を
上
回
っ
た
一
き
に
生
ず
る
。
一
一
は
海
外
所
得
一
海
外
支
払
一
最
大
一
源
泉
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
利
子
一
そ
一
他
投
資
収
益
、

援
助
補
助
金
、
移
転
等
一
収
合
源
が
あ
る
。
こ
う
し
た
経
常
フ
ロ
ー
を
一
一
収
支
に
加
算
し
た
も
一
が
経
常
収
支
勘
定
で
あ
り
、
こ
れ
が

一
一
一
一
が
世
界
一
他
一
合
々
か
ら
受
け
取
っ
た
純
所
得
に
な
る
。
所
得
状
況
を
表
す
経
常
収
支
勘
定
は
こ
れ
が
プ
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
一

一
一
一
は
総
所
得
一
外
合
に
集
ま
る
資
産
価
値
よ
り
支
合
一
方
が
少
な
い
こ
一
に
な
る
。
こ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
れ
ば
、
支
合
が
所
得
を

超
え
て
い
る
一
で
あ
り
、
外
合
か
ら
借
合
を
し
て
い
る
一
い
う
こ
一
に
な
る
。
一
一
は
経
常
収
支
一
な
か
で
最
も
大
き
な
構
成
要
素
で
あ

る
が
、
合
内
投
資
が
合
民
貯
蓄
を
超
え
て
い
る
時
期
に
は
、
経
常
収
支
は
通
商
一
一
が
ど
一
よ
う
な
も
一
で
あ
れ
、
必
ず
赤
字
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
一
一
一
合
内
一
消
費
一
過
剰
や
投
資
資
金
一
調
達
一
た
め
に
借
合
を
す
る
場
合
、
そ
一
結
果
生
じ
た
経
常
収
支
赤
字
は
、

こ
う
し
た
総
借
合
決
定
一
不
可
避
的
な
帰
結
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

定
義
上
、
経
常
収
支
は
合
民
貯
蓄
一
合
内
投
資
一
差
に
等
し
い
。
経
常
収
支
は
合
内
貯
蓄
に
対
す
る
投
資
一
超
過
を
、
し
た
が
っ
て
不

足
を
埋
め
る
外
合
資
本
一
流
合
を
反
映
し
て
い
る
。
経
常
収
支
赤
字
は
純
貯
蓄
一
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
純
合
内
投
資
が
そ
れ
以
上
に
増

加
し
た
こ
一
を
示
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
純
合
内
投
資
一
シ
ェ
一
合
図
1
─
1
合
は
、
一
一
一
二
一
か
ら
二
一
一
一
一
一
最
初
一

第
三
四
半
期
ま
で
に
一
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
へ
四
・
六
ポ
イ
ン
ト
伸
び
た
が
、
純
合
民
貯
蓄
一
シ
ェ
一
は
合
三
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
合
わ
ず
か
二
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
に
す
ぎ
な
い
合
７
合

。
外
合
資
本
が
一
一
一
一
一
経
常
収
支
赤
字
を

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
に
当
た
っ
て
、
八
一
一
一
に
は
そ
一
流
合
一
ほ
一
ん
ど
が
一
一
一
一
合
債
に
向
か
っ
て
い
た
が
、
一
一
一
一
一
資
本

流
合
は
民
間
発
合
一
資
産
に
投
資
さ
れ
て
い
る
。
そ
一
資
本
流
合
一
多
く
は
、
債
券
購
合
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
一
オ
資
産
購
合
よ
り
も
、
海
外

直
接
投
資
一
形
で
生
じ
て
い
る
。
対
一
一
一
一
直
接
投
資
額
は
、
一
三
一
か
ら
一
一
一
ま
で
に
五
一
一
億
ド
ル
か
ら
二
七
一
一
億
ド
ル
に

増
加
し
た
。
外
合
貯
蓄
一
一
一
一
一
へ
一
流
合
に
よ
っ
て
、
一
一
一
一
一
純
合
際
投
資
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
マ
イ
ナ
ス
に
向
か
っ
て
い
る
。
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一
合
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合
合
合
合
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合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
七
七
合

一
一
一
一
純
合
際
投
資
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
外
合
人
が
一
一
一
一
資
産

八
兆
六
、一
一
一
億
ド
ル
を
保
有
し
た
一
に
対
し
て
一
一
一
一
人
一

在
外
資
産
保
有
が
七
兆
一
、一
一
一
億
ド
ル
、
そ
一
結
果
、
マ
イ
ナ

ス
一
兆
五
、一
一
一
億
ド
ル
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
一
一
一
は
外
合
貯
蓄
を
利
用
す
る
こ
一
に

よ
っ
て
生
産
力
を
拡
大
し
、
経
済
成
長
を
実
現
す
る
高
投
資
率
が
可

能
に
な
っ
た
こ
一
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
一
一
一
一
一
一
収
支
赤
字
一
大
部
分
は
、
前
記
し
た
よ

う
に
、
一
ジ
一
向
け
合
合
一
減
少
に
関
係
し
て
い
る
。
名
目
価
格
で

一
一
一
収
支
赤
字
拡
大
に
対
す
る
合
合
増
加
一
寄
与
は
そ
れ
ま
で
き

わ
め
て
小
さ
い
も
一
で
あ
っ
た
。
一
く
に
、
東
一
ジ
一
六
一
合
合
イ

ン
ド
ネ
シ
一
、
日
本
、
韓
合
、
マ
レ
ー
シ
一
、
フ
ィ
一
ピ
ン
、
タ
イ
合
向
け

合
合
一
減
少
は
、
一
率
で
計
っ
た
も
一
で
一
八
一
に
二
五
一
億
ド
ル

か
ら
三
一
一
億
ド
ル
で
推
移
し
て
い
た
。
韓
合
だ
け
で
そ
一
減
少
一

約
五
分
一
二
を
占
め
た
。
こ
れ
ら
一
合
か
ら
一
合
合
も
ま
た
増
加
し
、

数
一
間
増
加
傾
向
が
続
い
た
合
８
合

。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
一
八
一
一
一
ま
で
合
際
収
支
一

12
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8
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4

2

0
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-4

-6
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

対GDP比（％）

純国民貯蓄

経常勘定均衡

注）経常収支は、純国民貯蓄から純国内投資を差し引き、統計的不突合を加えたものに
　　等しい。
出所）商務省（経済分析局）Economic Report of the President, January 2001, P.159

純国内投資

図 １− １　貯蓄、投資、および経常収支
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う
ち
経
常
収
支
が
均
衡
す
る
こ
一
は
め
っ
た
に
な
く
、
そ
れ
以
降
も

一
一
収
支
一
経
常
収
支
は
ほ
ぼ
赤
字
状
態
に
あ
る
。
た
だ
、
一
一
一

一
一
一
収
支
赤
字
一
大
幅
な
減
少
一
移
転
収
支
一
黒
字
に
よ
っ
て
経

常
収
支
一
赤
字
は
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
そ
一
後
再
び
増
大
し
て
い

く
。
こ
一
経
常
収
支
赤
字
は
合
合
一
伸
び
が
合
合
一
伸
び
を
大
き
く

上
回
る
一
い
う
一
一
収
支
赤
字
一
影
響
が
大
き
い
。
図
1
─
2
は
、

一
一
収
支
赤
字
一
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
一
動
き
を
示
し
た
も
一
で

あ
る
が
、
一
一
収
支
赤
字
一
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
一
変
動
は
密
に

連
動
し
て
動
い
て
い
る
こ
一
が
分
か
る
。
こ
一
場
合
、
経
常
収
支
赤

字
一
傾
向
は
外
合
為
替
一
受
取
合
海
外
で
一
財
・
サ
ー
ビ
ス
一
販
売
一

資
本
一
流
合
か
ら
な
る
合
が
外
合
為
替
一
需
要
合
外
合
一
財
・
サ
ー
ビ
ス

あ
る
い
は
資
産
借
合
一
海
外
投
資
合
よ
り
小
さ
い
こ
一
を
示
す
。
換
言

す
る
一
、
一
一
量
を
加
味
し
た
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
は
、
一
一
一

一
一
財
一
資
産
を
購
合
し
よ
う
一
す
る
米
ド
ル
需
要
一
外
合
一
財
一

資
産
購
合
一
た
め
一
ド
ル
供
給
を
反
映
す
る
。

一
一
八
一
一
一
初
一
一
一
収
支
赤
字
は
、
レ
ー
ガ
ン
一
権
下
で
一

金
融
引
締
め
一
一
一
拡
張
的
な
財
一
一
一
一
維
持
一
結
果
、
生
じ
た

対GDP比（％）
　

指数、1973年 3月＝100

実質実効為替レート
（右目盛り）

貿易赤字
（左目盛り）

注）実質実効為替レートは、ドルの外国為替価値についての連邦準備の広義物価調
　　整済み指数である。この指数の上昇は、実質的なドル高を示す。
出所）Ibid, 連邦準備制度理事会
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図 １− ２　貿易赤字とドルの実質実効為替レート
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合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
七
一
合

も
一
で
あ
っ
た
。
そ
一
財
一
赤
字
一
増
加
は
一
一
一
一
合
内
貯
蓄
を
流
合
さ
せ
、
新
規
投
資
が
借
合
を
通
し
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
さ
れ
る
こ

一
を
余
儀
な
く
し
た
。
一
く
に
、
貯
蓄
不
足
一
金
融
引
締
め
一
一
は
一
一
一
一
一
利
子
率
を
上
昇
さ
せ
、
そ
れ
が
今
度
は
ド
ル
一
実
質
実

効
為
替
レ
ー
ト
を
引
上
げ
た
。
ド
ル
高
に
よ
っ
て
合
合
品
が
一
一
一
一
合
内
で
安
く
な
り
、
一
一
一
一
一
合
合
品
は
外
合
で
は
高
く
な
っ

た
。
そ
一
結
果
、
一
一
一
一
一
一
一
収
支
は
深
刻
な
赤
字
を
記
録
し
た
。
こ
れ
は
一
一
収
支
赤
字
が
海
外
で
一
借
合
に
よ
っ
て
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
さ
れ
た
こ
一
、
お
よ
び
こ
れ
一
関
連
を
有
す
る
財
一
赤
字
一
併
せ
「
双
子
一
赤
字
合tw

in deficits

合」
一
言
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

一
二
一
以
降
、
財
一
赤
字
は
徐
々
に
減
少
し
、
合
民
貯
蓄
は
増
加
し
た
も
一
一
、
一
一
収
支
赤
字
は
再
び
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
二

一
以
降
一
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
一
上
昇
が
一
一
一
一
へ
一
投
資
機
会
を
求
め
る
外
合
か
ら
一
資
本
流
合
を
反
映
す
る
一
一
も
に
、
一
一

一
一
製
品
に
比
べ
て
外
合
製
一
財
価
格
を
低
下
さ
せ
る
こ
一
に
よ
っ
て
一
一
収
支
赤
字
一
拡
大
を
も
た
ら
し
た
こ
一
も
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
再
度
、
一
一
収
支
赤
字
一
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
合
図
１
─
２
合
一
関
係
に
触
れ
る
一
、
八
一
一
一
一
一
一
収
支
赤
字
一
拡
大

が
ド
ル
一
上
昇
に
あ
っ
た
一
い
う
こ
一
は
言
え
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
貯
蓄
一
投
資
一
ギ
ャ
ッ
プ
一
拡
大
に
あ
っ
た
一
す
る
説
明

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
一
二
一
以
降
、
一
一
一
一
経
済
は
日
本
や
ド
イ
ツ
一
い
っ
た
主
要
一
一
相
手
合
を
含
む
ほ
一
ん
ど
一
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
合

よ
り
も
急
速
な
成
長
を
み
せ
、
一
一
一
一
一
経
済
成
長
は
一
五
一
に
多
少
下
落
す
る
が
、
そ
れ
で
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
一
平
均
値
を
上
回
っ
て
い

た
合
９
合

。
経
済
成
長
率
一
相
違
一
一
も
に
為
替
レ
ー
ト
変
動
に
よ
る
相
対
価
格
一
変
化
は
、
二
合
間
一
一
収
支
一
全
体
一
経
常
収
支
勘
定
一
両

方
に
短
期
的
影
響
を
与
え
る
。
一
一
一
五
一
二
月
以
降
、
米
ド
ル
は
主
要
一
一
相
手
合
一
通
貨
に
対
し
て
減
価
し
、
一
く
に
日
本
一
円
に

対
し
て
急
激
に
下
落
し
た
。
こ
一
よ
う
な
ド
ル
一
減
価
は
、
経
済
フ
ァ
ン
ダ
一
ン
タ
ル
ズ
一
視
点
か
ら
合
き
す
ぎ
だ
一
み
な
さ
れ
、
Ｇ

７
各
合
一
蔵
相
一
中
央
合
合
総
裁
は
四
月
に
為
替
レ
ー
ト
是
正
を
要
求
す
る
声
明
を
発
表
し
た
合
10
合

。
ド
ル
一
回
復
を
狙
い
、
日
本
一
ド
イ

ツ
は
金
利
を
引
上
げ
、
七
月
一
八
月
に
外
合
為
替
市
場
に
お
い
て
協
調
介
合
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
四
月
か
ら
八
月
一
間
に
ド
ル
は
円
に
対

四
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一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
八
一
合

し
て
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
引
上
げ
ら
れ
、
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
に
対
し
て
六
パ
ー
セ
ン
ト
引
上
げ
ら
れ
た
合
11
合

。
こ
う
し
た
二
合
間
一
為
替
レ
ー
ト
一

動
き
は
、
二
合
間
一
一
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
一
一
一
一
一
一
一
相
手
合
通
貨
一
加
重
平
均
値
に
対
す
る
ド
ル
一
動
き
は
、

比
較
的
緩
や
か
で
あ
り
、
一
く
に
広
範
囲
一
一
一
相
手
合
を
含
む
指
標
に
つ
い
て
そ
一
傾
向
は
強
い
。
ま
た
、
一
一
一
五
一
以
降
一
ド
ル

高
は
一
一
一
一
経
済
に
有
益
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
り
わ
け
石
油
そ
一
他
一
商
品
に
つ
い
て
合
合
価
格
は
下
落
し
、
イ
ン
フ
レ
一
低

下
一
交
一
条
件
一
改
善
に
貢
献
し
て
い
る
合
12
合

。

本
節
最
後
に
、
一
一
目
標
一
し
て
一
対
外
均
衡
に
つ
い
て
、
日
本
や
新
興
諸
合
が
経
常
収
支
一
黒
字
基
調
を
維
持
し
、
外
貨
準
備
を
増

加
さ
せ
る
形
で
、
対
米
債
券
投
資
を
続
け
て
い
る
一
は
、
対
外
均
衡
を
経
常
収
支
で
は
な
く
、
総
合
収
支
合
経
常
収
支
＋
資
本
収
支
合
で
一

ら
え
、
そ
れ
が
合
際
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
一
に
よ
る
合
13
合

。
経
常
収
支
が
黒
字
で
も
、
資
本
収
支
が
赤
字
一
な
っ
て
資
本
を
還
流
さ
せ
れ

ば
、
そ
れ
で
も
良
い
一
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
経
常
収
支
一
均
衡
は
合
内
的
に
は
、
総
生
産
一
内
需
一
均
衡
、
貯
蓄
一
投
資
一
均
衡
を
意

味
す
る
概
念
で
あ
り
、
合
際
的
合
意
一
し
て
、
こ
れ
を
一
一
目
標
に
す
る
一
、
財
一
・
金
融
一
一
も
こ
一
目
標
に
合
り
当
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
一
一
一
一
一
経
常
収
支
不
均
衡
は
資
本
収
支
黒
字
に
基
づ
く
も
一
で
あ
り
、
そ
一
場
合
、
そ
一
資
本
収
支
黒
字
を
削
減
さ
せ
る

方
法
一
み
を
考
え
れ
ば
よ
い
合
14
合

。
し
か
し
、
経
常
収
支
一
不
均
衡
是
正
を
図
る
た
め
に
資
本
収
支
一
黒
字
を
削
減
し
よ
う
一
す
る
一
は
論
理

的
に
逆
だ
一
さ
れ
る
こ
一
が
多
い
。
こ
れ
は
現
在
一
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
発
化
し
た
自
由
な
資
本
取
引
が
経
常
収
支
を
左
右
す
る
一
い
う
状

況
で
あ
り
、
そ
こ
で
為
替
調
整
一
一
ニ
ズ
ム
を
利
用
す
る
為
替
レ
ー
ト
安
定
化
一
た
め
一
市
場
介
合
に
よ
る
対
応
が
是
認
さ
れ
る
こ
一
に

な
る
。

為
替
レ
ー
ト
一
不
安
定
化
は
将
来
一
不
確
実
性
一
要
因
一
な
り
、
為
替
レ
ー
ト
一
不
安
定
化
は
一
一
一
そ
一
従
事
企
業
一
外
合
へ
一
販

売
収
合
一
利
潤
一
面
で
よ
り
大
き
な
不
確
実
性
に
直
面
さ
せ
る
こ
一
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
一
よ
う
な
主
張
は
経
験
的
に
支
持
さ
れ
る

四
三



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
八
一
合

こ
一
は
な
く
、
む
し
ろ
一
一
一
一
一
一
一
量
は
ド
ル
が
フ
ロ
ー
ト
し
た
七
三
一
か
ら
一
三
一
一
期
間
よ
り
ド
ル
が
固
定
さ
れ
て
い
た
五
一

一
か
ら
七
一
一
一
期
間
一
方
が
幾
分
増
加
し
た
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
も
一
一
量
は
後
一
期
間
が
よ
り
速
く
増
加
し
て
い
る
合
15
合

。
さ
ら
に
、
為
替

レ
ー
ト
一
不
安
定
化
が
ど
一
程
度
一
一
量
一
フ
ロ
ー
を
阻
害
す
る
か
、
等
に
関
し
て
は
関
連
性
は
あ
ま
り
見
合
せ
な
い
。
一
一
量
に
対
す

る
為
替
相
場
不
安
定
性
一
マ
イ
ナ
ス
効
果
は
こ
れ
ま
で
一
経
験
的
事
実
か
ら
見
つ
け
る
こ
一
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
合
一
為
替
レ
ー

ト
調
整
一
一
ニ
ズ
ム
が
機
能
す
る
な
か
で
経
常
収
支
黒
字
・
赤
字
不
均
衡
を
長
期
に
わ
た
り
継
続
す
る
合
々
が
そ
一
こ
一
を
相
互
に
確
認

し
、
そ
一
上
で
、
各
合
が
経
常
収
支
一
均
衡
に
向
け
て
合
際
協
調
介
合
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
仕
組
み
が
考
慮
さ
れ
る
。

二　

八
一
一
一
、
一
一
一
一
一
一
一
一
一
変
遷

レ
ー
ガ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
一
権
一
一
一
一
一
一
継
承
一
変
化

レ
ー
ガ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
一
権
一
一
一
一
一
は
、
民
主
党
一
ク
一
ン
ト
ン
一
権
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
た
。
ク
一
ン
ト
ン
一
権
は
一
一
一
四

一
経
済
諮
問
委
員
会
一
次
報
告
一
一
一
一
一
構
想
一
な
か
で
一
一
一
環
境
、
競
争
一
一
、
地
域
主
義
に
関
連
す
る
問
題
に
言
及
し
て
、
各

合
一
商
慣
合
一
法
律
一
相
違
が
一
一
一
結
果
に
一
っ
て
重
要
な
決
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
一
を
踏
ま
え
、
企
業
一
競
争
方
法
に
関
す
る
、

あ
り
う
る
制
限
的
な
慣
合
を
是
正
す
る
た
め
一
多
合
間
取
決
め
が
な
い
こ
一
を
指
摘
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
的
合
動
を
含

む
非
関
税
障
壁
が
レ
ー
ガ
ン
一
権
期
に
お
よ
そ
五
分
一
一
一
一
一
一
一
製
造
業
合
合
一
低
下
に
つ
な
が
っ
た
こ
一
か
ら
競
争
一
一
が
効
率

的
に
実
施
さ
れ
る
こ
一
を
訴
え
、
北
米
自
由
一
一
協
定
合N

orth A
m

erican F
ree T

rade A
greem

ent: N
A

F
T

A

合
が
正
し
い
方
向
へ
一
第

一
歩
一
な
っ
て
い
る
一
し
た
。
さ
ら
に
、
一
一
一
投
資
が
非
加
盟
合
か
ら
加
盟
合
へ
差
別
的
に
シ
フ
ト
し
、
損
害
を
被
る
こ
一
を
避
け
る

た
め
に
自
由
一
一
地
域
へ
一
参
加
合
が
関
税
同
盟
設
立
以
前
一
域
内
最
小
関
税
一
等
し
く
な
る
よ
う
対
外
関
税
を
共
通
化
す
る
関
税
同
盟

四
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一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
八
二
合

へ
移
合
す
る
こ
一
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
規
則
が
地
域
自
由
化
合
意
に
よ
っ
て
損
害
を
与
え
ら
れ
た
非
加
盟
合
に
補
償
を
認
め
る
よ
う
改
正
す
る

こ
一
を
提
案
し
た
合
16
合

。

ク
一
ン
ト
ン
一
権
は
ソ
連
が
崩
壊
し
東
西
対
立
・
冷
戦
が
終
了
し
合
際
経
済
体
制
が
新
た
な
展
開
を
み
せ
た
一
一
一
三
一
一
月
に
発
足

し
た
。
そ
一
た
め
、
ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
経
済
一
一
は
合
際
一
治
・
安
全
保
障
一
重
視
か
ら
経
済
に
シ
フ
ト
す
る
。
ク
一
ン
ト
ン
一
権
一

一
一
一
一
は
レ
ー
ガ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
一
権
一
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
一
層
一
一
一
一
一
経
済
的
利
益
を
重
視
し
た
現
実
的
で
対
決
的
な
も

一
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
合
一
経
済
的
覇
権
一
た
め
に
は
、
競
争
一
強
化
、
経
済
成
長
一
雇
用
一
確
保
、
そ
し
て
そ
一
た
め
に

必
要
な
合
合
一
拡
大
一
を
一
る
な
ど
経
済
を
安
全
保
障
一
中
心
に
お
く
経
済
安
全
保
障
を
掲
げ
た
。
さ
ら
に
、
対
外
経
済
一
一
一
調
整
一

立
案
を
お
こ
な
う
合
家
経
済
会
議
合N

ational E
conom

ic C
ouncil: N

E
C

合
を
設
け
た
。
自
合
一
経
済
的
利
益
を
最
優
先
さ
せ
る
米
合
優
先

主
義
を
掲
げ
、
一
一
一
一
経
済
自
身
一
強
化
を
目
指
し
た
。
一
く
に
、
日
本
に
対
す
る
要
求
は
、
一
一
一
四
一
三
月
に
期
限
二
一
で
は
あ

る
が
、
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
を
復
活
さ
せ
る
な
ど
、
よ
り
強
硬
な
数
値
目
標
を
掲
げ
、
結
果
を
重
視
す
る
管
理
一
一
に
傾
斜
し
、
保
護
主

義
一
強
化
を
予
想
さ
せ
た
。
ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
一
一
一
一
は
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
推
進
す
る
多
合
間
主
義
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
定

等
一
地
域
主
義
、
そ
し
て
対
日
・
対
Ｅ
Ｕ
一
一
交
渉
等
一
二
合
間
主
義
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
一
一
一
産
業
一
競
争
力
強
化
一
一

た
め
に
サ
ー
ビ
ス
一
一
や
知
的
所
有
権
一
強
化
等
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
を
主
導
し
一
五
一
に
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
を
成
立
さ
せ
た
。
対
日

一
一
交
渉
は
一
一
一
一
経
済
一
好
況
に
一
も
な
い
、
一
五
一
一
日
米
自
動
車
・
同
部
品
交
渉
、
一
六
一
一
日
米
半
導
体
交
渉
一
決
着
後
、

こ
れ
ま
で
一
厳
し
い
態
度
か
ら
い
く
分
緩
や
か
な
も
一
一
な
り
、
そ
一
一
一
一
一
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
や
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
合
一
ジ
一
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
合

へ
積
極
的
に
係
わ
る
な
ど
自
由
化
一
推
進
一
い
う
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
成
立
や
翌
一
一
Ｗ
Ｔ
Ｏ
一
成
立
は
、
一
一
一

一
主
導
一
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
予
見
さ
せ
る
も
一
で
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
一
二
一
一
マ
ー
ス
ト
一
ヒ
ト
条
約
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
に
対
抗
す
る
地
域
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
八
三
合

連
携
を
意
図
す
る
も
一
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
南
北
一
一
一
一
大
陸
に
自
由
一
一
を
実
現
し
よ
う
一
す
る
米
州
自
由
一
一
地
域
合F

ree 

T
rade A

rea of the A
m

erica: F
T

A
A

合
も
展
望
す
る
も
一
で
あ
る
。

レ
ー
ガ
ン
一
権
一
一
一
一
一
は
社
会
主
義
合
ソ
連
に
対
抗
し
強
く
自
由
一
一
を
主
張
し
た
が
、
実
態
は
保
護
一
一
主
義
的
傾
向
を
強
め

た
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ガ
ン
一
権
は
自
由
・
公
正
一
一
一
実
現
を
目
標
一
し
て
一
一
相
手
合
一
不
公
正
な
一
一
慣
合
へ
一
対
抗
に
主
眼
を

置
い
た
も
一
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
一
一
七
四
一
通
商
改
革
法
」
三
一
一
条
合
不
公
正
な
一
一
慣
合
に
対
す
る
報
復
措
置
一
適
用
合
を

積
極
的
に
活
用
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
強
化
し
た
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
を
持
ち
合
し
て
公
正
一
一
を
主
張
、
利
益
確
保
一
た
め
に
保
護
主
義

的
手
段
を
一
っ
た
。
し
か
し
、
そ
一
後
、
米
合
通
商
一
表
合U

nited S
tate T

rade R
epresentative: U

S
T

R

合
一
ブ
ロ
ッ
ク
合W

illiam
 

B
rock

合
や
上
院
議
員
ベ
ン
ト
セ
ン
合L

loyed B
entsen

合
一
努
力
に
よ
っ
て
自
由
一
一
を
支
援
す
る
総
括
的
な
一
一
法
案
一
し
て
一
一
八
四

一
一
一
月
に
通
商
関
税
法
が
成
立
し
て
当
初
に
予
想
さ
れ
た
ほ
ど
一
保
護
一
一
主
義
に
偏
ら
ず
に
す
ん
だ
。
た
だ
、
こ
一
よ
う
な
状
況
下

で
も
、
一
一
収
支
赤
字
が
八
四
一
に
一
、一
一
一
億
ド
ル
を
大
き
く
超
え
、
日
米
間
で
は
一
一
摩
擦
が
激
化
し
た
。

ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
一
多
合
間
主
義

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
次
一
三
点
に
要
約
し
て
説
明
す
る
こ
一
が
で
き
る
。
①
多
合
間
主

義
に
立
っ
た
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
一
推
進
。
②
二
合
間
ベ
ー
ス
で
は
処
理
さ
れ
得
な
い
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
等
に
お
け
る
地
域
別
一
一
交

渉
へ
一
取
組
み
に
か
か
わ
る
地
域
主
義
。
③
対
日
・
対
Ｅ
Ｕ
一
一
交
渉
等
一
二
合
間
主
義
、
一
く
に
対
日
包
括
経
済
協
議
に
み
ら
れ
る
二

合
間
一
一
一
不
均
衡
是
正
一
一
、
等
で
あ
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
は
一
一
八
六
一
一
月
に
南
米
ウ
ル
グ
ァ
イ
一
プ
ン

タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
に
お
い
て
開
始
宣
言
が
採
択
さ
れ
、
一
一
一
三
一
一
二
月
一
五
日
に
妥
結
し
た
。
こ
一
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
多
角
的
一
一
交

渉
合
第
八
回
合
は
、
一
二
五
一
合
が
参
加
、
史
上
最
も
大
規
模
で
複
雑
一
い
わ
れ
る
交
渉
が
続
き
、
妥
結
ま
で
に
七
一
三
一
月
を
要
し
た
合
17
合

。

四
四



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
八
四
合

途
中
、
一
一
七
一
一
一
二
月
に
協
定
案
一
し
て
「
ダ
ン
ケ
ル
・
テ
キ
ス
ト
合T

he D
unkel T

ext 合
18
合

合」
な
る
「
最
終
合
意
文
書
案
」
が
合
さ

れ
た
が
、
そ
れ
で
も
交
渉
は
決
着
せ
ず
、
米
合
議
会
一
フ
ァ
ス
ト
・
ト
ラ
ッ
ク
合
迅
速
一
括
審
議
合
に
か
け
る
ぎ
り
ぎ
り
一
期
限
に
、
ダ

ン
ケ
ル
・
テ
キ
ス
ト
を
若
干
修
正
・
拡
充
一
う
え
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
最
終
合
意
案
が
決
着
し
た
合
19
合

。
結
局
、
一
一
一
四
一
四
月
一

一
一
一
一
意
図
に
か
な
り
近
い
一
こ
ろ
で
ま
一
ま
り
、
モ
ロ
ッ
コ
一
マ
ラ
ケ
シ
ュ
参
加
一
一
七
一
合
閣
僚
会
議
で
協
定
一
調
印
が
お
こ
な

わ
れ
た
。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
一
一
四
七
一
一
設
立
以
来
、
世
界
一
関
税
引
き
下
げ
で
目
覚
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
何
度
か
に
わ
た
る
交
渉
を
通

し
て
、
世
界
一
関
税
は
一
一
四
七
一
一
平
均
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
パ
ー
セ
ン
ト
合
一
二
一
一
二
月
合
に
ま
で
低
下
し
た
。
ウ
ル
グ
ァ

イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
も
工
業
製
品
一
平
均
関
税
率
を
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
低
下
さ
せ
た
。
し
か
し
、
一
一
一
一
一
主
な
ね
ら
い
は
、
多
角
的
交

渉
に
よ
る
工
業
製
品
一
関
税
引
下
げ
に
一
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
例
外
扱
い
一
な
っ
て
い
た
農
産
物
、
ガ
ッ
ト
一
枠
外
で
あ
っ
た

サ
ー
ビ
ス
、
知
的
所
有
権
保
護
等
を
拡
大
し
、
こ
れ
ら
一
新
し
い
合
際
ル
ー
ル
を
厳
し
く
守
ら
せ
る
体
制
を
作
る
こ
一
で
あ
っ
た
。
一
一

一
一
一
求
め
る
規
律
一
拡
大
は
、
一
一
一
一
一
利
益
を
強
く
反
映
す
る
も
一
で
、
相
互
主
義
的
自
由
一
一
一
枠
組
み
に
組
み
込
も
う
一
す

る
も
一
で
あ
っ
た
。
こ
一
点
で
一
一
一
一
は
自
合
一
利
益
を
普
遍
的
ル
ー
ル
一
結
び
つ
け
て
提
示
し
た
こ
一
に
な
る
。
一
く
に
、
知
的
所

有
権
保
護
一
論
理
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
一
一
障
壁
一
概
念
を
各
合
一
差
異
に
ま
で
拡
大
す
る
一
い
う
論
理
で
、
一
一
一
一
一
合
内
体
制
を
途
上

合
を
含
む
世
界
に
拡
大
す
る
一
い
う
意
図
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
サ
ー
ビ
ス
市
場
開
放
で
も
攻
撃
的
相
互
主
義
一
圧
力
や
地
域
主
義
に
よ

る
特
定
合
一
囲
い
込
み
、
一
一
一
一
一
交
渉
目
的
に
反
対
す
る
勢
力
を
分
断
す
る
上
で
か
な
り
一
効
果
が
あ
っ
た
。

ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
協
定
で
は
、
繊
維
一
衣
服
一
合
合
合
当
一
除
去
、
合
合
自
主
規
制
一
禁
止
な
ど
、
旧
来
一
分
野
で
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

規
制
が
大
幅
に
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
や
一
一
関
連
投
資
に
対
す
る
措
置
へ
一
ル
ー
ル
が
拡
大
さ
れ
た
。
経
済
諮
問
委
員

四
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
八
五
合

会
一
次
報
告
で
は
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
一
主
要
分
野
一
成
果
を
ハ
イ
ラ
イ
ト
一
し
て
次
一
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。
①
工
業

製
品
一
関
税
率
一
大
幅
な
引
上
げ
を
実
現
し
た
関
税
、
②
合
内
一
補
助
金
一
削
減
一
最
小
限
一
市
場
一
ク
セ
ス
へ
一
介
合
を
要
求
す
る
農

業
、
③
繊
維
一
衣
服
、
④
関
連
諸
合
一
特
定
市
場
一
開
放
を
約
束
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
一
一
、
⑤
知
的
所
有
権
保
護
一
強
化
、
⑥
一
一
関
連

ル
ー
ル
一
強
化
一
一
一
関
連
投
資
に
対
す
る
措
置
、
⑦
世
界
一
一
機
構
合
Ｗ
Ｔ
Ｏ
合
一
発
足
一
Ｗ
Ｔ
Ｏ
関
連
事
件
に
か
か
わ
る
紛
争
処
理
、

等
々
で
あ
る
合
20
合

。

①
主
要
工
業
諸
合
一
課
し
て
い
た
関
税
は
、
撤
廃
さ
れ
る
こ
一
一
な
り
、
ま
た
途
上
合
に
よ
る
関
税
は
建
設
設
備
、
農
業
設
備
、
医
療

設
備
、
鉄
鋼
、
ビ
ー
ル
・
蒸
留
酒
、
薬
品
、
紙
、
玩
具
、
家
具
等
一
分
野
で
撤
廃
さ
れ
る
か
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
工
業
製
品
一
平

均
関
税
が
全
体
的
に
は
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
工
業
諸
合
に
お
い
て
平
均
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
引
き
下
げ
ら
れ
る
。
医
薬
、
鉄
鋼
、
建
設

機
器
、
紙
等
一
分
野
で
一
関
税
は
「
相
互
関
税
撤
廃
」合zero-for-zero

合
協
定
に
よ
っ
て
完
全
に
撤
廃
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ラ
ウ
ン
ド
事

務
局
は
全
般
的
に
む
こ
う
一
一
一
間
合
一
一
一
五
一
時
点
合
に
世
界
一
関
税
を
七
、四
四
一
億
ド
ル
削
減
さ
せ
る
一
推
定
し
て
い
る
合
21
合

。
さ
ら

に
、
多
く
一
加
盟
合
一
関
税
に
上
限
が
設
け
ら
れ
、
途
上
諸
合
間
一
関
税
措
置
一
拡
大
は
顕
著
な
も
一
で
あ
り
、
全
合
合
一
六
一
パ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
し
、
工
業
製
品
に
対
す
る
関
税
一
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
限
が
設
け
ら
れ
た
。
重
要
エ
レ
ク
ロ
ト
ニ
ク
ス
品
目
で
あ
る
半
導

体
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
部
品
、
半
導
体
生
産
設
備
一
分
野
で
も
五
一
～
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
一
大
幅
関
税
削
減
に
合
意
し
た
。
化
学
薬
品
に

対
す
る
加
盟
合
一
関
税
で
は
非
常
に
低
い
比
率
合
製
品
に
応
じ
て
ゼ
ロ
、
五
・
五
～
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
合
で
調
整
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
関
税

引
き
上
げ
合
意
は
、
世
界
一
一
一
約
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
市
場
へ
一
一
ク
セ
ス
を
増
大
さ
せ
た
。

②
世
界
一
一
一
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
農
産
物
を
一
一
ル
ー
ル
一
下
に
置
く
一
は
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
が
初
め
て
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
大
き
な
注
目
を
引
い
た
農
業
交
渉
は
、
合
境
に
お
け
る
関
税
措
置
だ
け
で
な
く
、
合
内
一
農
業
保
護
一
一
に
も
Ｇ
Ａ
Ｔ

四
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
八
六
合

Ｔ
一
ル
ー
ル
を
課
す
点
で
農
産
物
一
一
一
枠
組
み
一
大
変
革
一
な
っ
た
。
一
く
に
、
日
本
一
農
産
物
価
格
に
対
す
る
一
府
一
支
合
計
画
一

合
合
は
約
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
Ｅ
Ｃ
一
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
一
一
一
一
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
回
っ
て
い
た
合
22
合

。
先
進
工
業
諸
合
一
農
業

一
所
得
支
持
措
置
は
さ
ま
ざ
ま
な
一
一
制
限
措
置
、
過
剰
生
産
、
そ
し
て
合
合
補
助
金
制
度
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
農
業
協
定
で
は
す
べ

て
一
加
盟
合
一
農
産
物
合
合
制
限
措
置
を
同
程
度
一
保
護
効
果
を
も
つ
合
に
転
換
す
る
関
税
化
一
、
ま
た
、
そ
一
結
果
一
し
て
農
産
物
関

税
を
、
各
関
税
品
目
で
は
最
低
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
全
般
的
に
は
平
均
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
引
下
げ
る
こ
一
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

日
本
一
韓
合
一
米
一
合
合
は
わ
ず
か
な
例
外
が
当
面
認
め
ら
れ
た
も
一
一
、
終
結
し
、
す
べ
て
一
加
盟
合
は
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
米

等
一
合
合
を
三
五
一
万
ト
ン
増
加
さ
せ
た
合
23
合

。
ま
た
、
合
内
農
業
補
助
金
に
お
い
て
は
、
一
部
一
補
助
金
を
除
き
加
盟
合
に
一
定
一
削
減
を

義
務
づ
け
た
が
、
こ
れ
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
が
合
内
一
一
に
一
定
一
数
量
規
制
を
設
け
た
も
一
一
し
て
注
目
さ
れ
た
。

③
繊
維
一
衣
服
一
合
際
一
一
は
、
一
一
六
一
一
以
来
、
事
実
上
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ル
ー
ル
一
枠
外
で
農
産
物
一
同
様
、
一
連
一
協
定
に
よ
り
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
合
24
合

。
す
な
わ
ち
、
合
際
繊
維
協
定
合M

uti-F
iber A

greem
ent: M

F
A

合
一
も
一
で
合
意
が
形
成
さ
れ
、
繊
維
及
び
一
パ
レ

ル
製
品
一
途
上
合
か
ら
先
進
合
へ
一
合
合
が
制
限
さ
れ
て
き
た
。
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
一
合
意
で
は
、
Ｍ
Ｆ
Ａ
に
も
一
づ
く
繊
維
一

一
パ
レ
ル
製
品
一
合
合
合
当
比
率
を
現
在
以
上
合
一
一
一
二
一
時
点
合
に
は
引
上
げ
な
い
こ
一
、
移
合
期
間
一
最
終
一
ま
で
に
Ｍ
Ｆ
Ａ
一
対

象
一
な
っ
て
い
る
繊
維
一
一
パ
レ
ル
製
品
一
量
を
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
は
合
当
て
を
廃
止
す
る
一
し
た
。
途
上
合
も
一
一
障
壁
を

削
減
し
、
一
一
一
後
に
は
通
常
一
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ル
ー
ル
が
繊
維
に
も
適
用
さ
れ
る
。

④
サ
ー
ビ
ス
一
一
は
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
い
て
交
渉
範
囲
が
大
き
く
拡
大
さ
れ
た
分
野
で
あ
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
定
一

並
立
す
る
サ
ー
ビ
ス
一
一
一
般
協
定
合G

eneral A
greem

ent on T
rade in S

ervices: G
A

T
S

合
は
サ
ー
ビ
ス
一
一
問
題
を
包
括
す
る
最
初
一

多
合
間
協
定
で
あ
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
協
定
お
よ
び
そ
一
対
象
分
野
は
、
一
府
調
達
等
を
除
く
ほ
一
ん
ど
一
分
野
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
通
常
一

四
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
八
七
合

サ
ー
ビ
ス
一
一
だ
け
で
な
く
、
金
融
な
ど
進
合
外
合
企
業
に
よ
る
現
地
サ
ー
ビ
ス
ま
で
、
サ
ー
ビ
ス
一
形
態
す
べ
て
を
含
む
。
サ
ー
ビ
ス

は
次
一
一
一
一
分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
、
通
信
、
建
設
、
流
通
、
教
育
、
環
境
、
金
融
、
保
健
、
観
光
、
娯
楽
、
合
送
、

そ
一
他
等
々
で
あ
る
合
25
合

。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
定
一
基
本
原
則
は
、
最
恵
合
待
遇
合
Ｍ
Ｆ
Ｎ
合、
内
合
民
待
遇
一
ほ
か
に
市
場
一
ク
セ
ス
一
い
う
新
概

念
が
導
合
さ
れ
た
。
基
本
原
則
一
な
か
で
最
恵
合
待
遇
は
最
も
重
要
な
も
一
で
あ
る
が
、
特
定
部
門
に
関
係
し
な
い
各
合
一
一
般
的
義
務

一
な
る
べ
き
一
こ
ろ
が
一
一
一
一
一
反
対
で
部
門
に
よ
り
当
面
一
適
用
除
外
が
可
能
一
な
っ
た
。
こ
れ
は
重
要
部
門
で
条
件
付
き
一
な
り
、

大
合
一
攻
撃
的
相
互
主
義
一
余
地
を
残
す
こ
一
に
も
な
っ
た
。
ま
た
同
協
定
は
サ
ー
ビ
ス
一
一
が
合
わ
れ
る
独
特
な
方
法
を
認
め
て
お
り
、

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
一
一
、
人
員
一
異
動
、
投
資
問
題
な
ど
を
包
括
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
調
印
合
に
対
し
て
最
恵
合
待
遇
を
提
供
す
る
た

め
一
一
般
的
義
務
事
項
を
設
け
、
サ
ー
ビ
ス
一
規
制
に
お
い
て
透
明
性
を
要
求
し
、
サ
ー
ビ
ス
一
一
紛
争
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
一
一
般
的
紛
争
処
理

機
構
一
下
に
置
い
て
い
る
合
26
合

。
サ
ー
ビ
ス
一
一
自
由
化
一
合
際
的
秩
序
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
協
定
一
も
一
で
具
体
化
さ
れ
る
が
、
各
合
は
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｓ
一
義
務
条
項
を
適
用
す
る
分
野
一
維
持
一
義
務
事
項
を
例
外
措
置
一
し
て
明
記
し
た
。
し
か
し
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
協
定
は
現
実
に
は
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
同
協
定
が
一
一
自
由
化
あ
る
い
は
規
制
自
由
化
一
視
点
に
偏
り
す
ぎ
て
い
て
サ
ー
ビ
ス
産
業
一
各
合
で
一
構

造
や
機
能
に
つ
い
て
一
考
慮
が
不
十
分
だ
一
い
う
も
一
で
あ
っ
た
。
そ
一
た
め
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
基
本
的
な
テ
レ
コ
ム
、
そ
し
て
海
上
運

合
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
特
定
一
公
約
に
か
か
わ
る
交
渉
は
決
着
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
外
合
が
十
分
な
市
場
開
放
を
約
束
し
な
い
限

り
、
妥
結
も
せ
ず
、
無
条
件
最
恵
合
待
遇
一
約
束
も
し
な
い
一
い
う
一
一
一
一
一
姿
勢
も
影
響
し
た
。
そ
一
後
一
交
渉
で
は
、
通
信
交
渉

が
一
七
一
一
二
月
に
決
着
し
、
金
融
交
渉
で
は
一
七
一
一
二
月
に
変
則
的
な
暫
定
協
定
が
結
ば
れ
た
。
海
運
交
渉
は
一
一
一
一
が
自
由
化

約
束
を
提
合
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
一
一
予
定
一
次
期
サ
ー
ビ
ス
包
括
交
渉
ま
で
再
び
交
渉
延
期
一
な
り
、
海
運
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
規
律
一
枠
外

に
置
か
れ
た
。

四
四
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合
一
八
八
合

⑤
知
的
所
有
権
一
保
護
は
農
業
、
サ
ー
ビ
ス
一
一
一
並
ん
で
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
が
新
た
に
着
手
し
た
領
域
で
あ
る
。
知
的
所
有

権
一
一
一
関
連
一
側
面
合T

rade-R
elated A

spects of Intellectual P
roperty R

ights A
greem

ents: T
R

IP
s

合
は
、
知
的
所
有
権
に
関
す
る

既
存
一
協
約
を
採
択
し
て
そ
れ
を
強
化
す
る
。
こ
れ
は
内
合
民
待
遇
一
最
恵
合
待
遇
を
原
則
一
す
る
が
、
既
存
一
著
作
権
、
特
許
、
商
標

な
ど
一
も
に
、
集
積
回
路
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
一
、
企
業
秘
密
一
保
護
、
保
護
一
合
際
基
準
、
効
果
的
な
執
合
一
た
め

一
要
件
等
に
つ
い
て
広
範
な
合
意
が
成
立
し
た
。
一
一
一
六
一
以
降
、
一
一
一
一
は
厳
格
で
な
い
知
的
所
有
権
法
を
も
つ
合
に
対
し
て
一

四
一
知
的
所
有
権
一
申
し
立
て
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
提
合
し
て
い
る
合
27
合

。
ク
一
ン
ト
ン
一
権
で
は
、
知
的
所
有
権
に
関
す
る
合
際
条
約
義
務
一
実
合

を
促
す
一
方
で
、
開
発
途
上
合
に
特
有
一
重
大
な
保
健
問
題
に
対
処
す
る
こ
一
で
そ
れ
ら
合
々
を
支
援
す
る
措
置
を
一
っ
て
い
る
。
知
的

所
有
権
交
渉
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
一
自
由
化
一
よ
う
な
相
互
的
経
済
利
益
を
生
じ
る
一
い
う
よ
り
、
一
く
に
途
上
合
に
は
保
護
一
面

で
も
か
な
り
一
譲
歩
を
強
い
て
い
て
、
そ
一
点
で
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
は
途
上
合
か
ら
先
進
合
へ
所
得
一
移
転
を
生
じ
さ
せ
る
。
効
率
性
一
点
で

も
、
産
業
目
的
一
特
許
権
や
著
作
権
等
は
企
業
が
成
長
を
図
る
た
め
に
重
要
な
権
利
で
あ
る
が
、
世
界
市
場
に
お
い
て
は
小
規
模
で
し
か

な
い
途
上
合
で
は
特
許
権
等
を
先
進
合
並
み
に
保
護
し
て
も
技
術
進
歩
一
促
す
力
が
小
さ
く
そ
一
活
用
は
抑
制
さ
れ
る
。
そ
一
上
、
過
大

な
保
護
は
先
進
合
一
製
造
業
保
護
等
一
独
占
一
弊
害
を
生
じ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

⑥
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
定
合
三
八
条
か
ら
成
る
い
わ
ゆ
る
「
一
般
協
定
」合
は
ル
ー
ル
に
つ
い
て
原
則
的
な
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
各
合

一
具
体
的
な
運
用
に
お
い
て
は
他
合
か
ら
み
る
一
恣
意
的
一
も
思
わ
れ
る
一
一
制
限
措
置
一
発
効
一
例
が
み
ら
れ
た
。
そ
一
た
め
、
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
は
恒
常
的
な
各
種
委
員
会
あ
る
い
は
東
京
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
ル
ー
ル
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
定
め
た
決
定
あ
る

い
は
個
別
に
協
定
合
コ
ー
ド
一
も
呼
ば
れ
る
合
を
一
定
し
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
協
定
類
一
法
的
性
格
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
定
自
体
一
は
別
個

に
一
定
さ
れ
た
合
際
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
協
定
も
相
互
に
独
立
し
た
も
一
で
、
各
合
は
こ
れ
ら
多
数
一
協
定
一
う
ち
、
自
合
に

四
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
八
一
合

一
っ
て
有
利
な
も
一
一
み
を
受
諾
す
る
こ
一
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
け
る
一
一
関
連
ル
ー
ル
お
よ
び

一
一
関
連
投
資
に
対
す
る
措
置
は
、
関
税
以
外
一
合
合
課
徴
金
一
賦
課
に
関
す
る
ル
ー
ル
、
合
際
一
一
に
関
す
る
ル
ー
ル
、
合
際
収
支
困

難
に
陥
っ
た
場
合
に
一
る
措
置
に
関
す
る
ル
ー
ル
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
お
よ
び
一
一
関
連
投
資
措
置
等
、
財
一
一
関
連
に
関
し
て
改
善
一
た

め
一
多
岐
に
わ
た
る
規
定
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
ル
ー
ル
に
含
め
ら
れ
る
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
、
補
助
金
・
相
殺
関
税
お
よ
び
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
は
そ
一
積
極
的
な
利
用
を
求
め
る
欧
米
一
規
律
強
化
を
求
め
る
一
ジ
一
諸
合
や
日
本
一
一
間
で
厳
し
い
対
立
を
生
ん
だ
。
反
ダ
ン

ピ
ン
グ
協
定
は
そ
一
手
続
き
が
限
定
さ
れ
た
持
続
期
間
や
改
善
さ
れ
た
透
明
性
一
手
続
一
公
共
性
一
一
基
準
に
従
う
も
一
一
さ
れ
、
各
合

一
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
一
乱
用
防
止
一
方
向
で
規
律
が
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
一
拘
束
力
に
は
疑
問
も
あ
り
一
部
で
は
緩
め
ら
れ
て
、

一
ち
に
各
合
一
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
運
用
に
関
し
て
問
題
を
残
し
て
い
る
。
補
助
金
・
相
殺
関
税
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
が
明
確
に
禁
止
さ

れ
補
助
金
付
き
一
合
合
に
対
し
て
は
相
殺
関
税
に
よ
っ
て
対
抗
す
る
こ
一
が
で
き
る
。
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
は
二
つ
一
措
置
一
区

分
に
明
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
補
助
金
一
使
用
、
一
く
に
合
合
補
助
金
が
一
層
厳
し
く
抑
制
さ
れ
る
こ
一
に

な
っ
た
。
一
方
、
補
助
金
に
対
抗
す
る
相
殺
関
税
を
一
一
上
一
嫌
が
ら
せ
に
使
う
こ
一
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
困
難
に
な
っ
た
。
ま
た
、

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
は
合
合
急
増
一
際
に
一
ら
れ
る
緊
急
対
一
一
し
て
一
関
税
一
引
上
げ
ま
た
は
数
量
制
限
措
置
一
こ
一
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
い
わ
ゆ
る
合
合
自
主
規
制
は
禁
止
さ
れ
、
特
定
一
合
に
お
け
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
は
限
定
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
一
み
許
さ
れ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
効
率
一
よ
い
生
産
者
に
一
っ
て
は
市
場
へ
一
よ
り
よ
い
一
ク
セ
ス
が
保
証
さ
れ
る
も
一
で
、
効
率
一
悪
い
生
産
者
は
競
争
力

を
高
め
る
努
力
が
要
求
さ
れ
る
こ
一
に
な
る
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
一
発
足
一
紛
争
処
理
機
構

⑦
世
界
一
一
機
関
合W

orld T
rade O

rganization: W
T

O

合
一
設
置
に
か
か
る
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
は
、
一
一
一
三
一
一
二
月

四
三
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第
四
十
八
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第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
一
一
合

一
五
日
に
終
了
し
、
翌
一
四
一
四
月
一
五
日
に
モ
ロ
ッ
コ
一
マ
ケ
ラ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
署
名
さ
れ
、
一
五
一
一
月
一
日
に
発
足
し
た
。
ダ

ン
ケ
ル
・
テ
キ
ス
ト
合D

unkel T
ext

合
に
お
い
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
多
角
的
一
一
機
構
合M

ultilateral T
rade O

rganization: M
T

O

合
一
呼
ば
れ
て

い
た
が
、
一
一
一
三
一
一
二
月
一
五
日
、
交
渉
最
終
日
に
一
一
一
一
一
要
求
に
よ
り
そ
一
名
称
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
す
る
こ
一
が
決
定
さ
れ
る
。

合
際
的
一
一
機
関
一
設
立
に
関
す
る
一
一
一
一
一
懸
念
は
議
会
に
お
い
て
、
こ
一
よ
う
な
合
際
機
関
一
設
立
に
よ
っ
て
一
一
一
一
に
対
す

る
一
一
一
一
一
主
権
が
脅
か
さ
れ
る
一
で
は
な
い
か
一
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
一
活
動
に
関
す
る
懸
念
を
和
ら
げ
る
た

め
、
ク
一
ン
ト
ン
一
権
は
五
人
一
連
邦
控
訴
審
判
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
処
理
検
討
委
員
会
合W

T
O

 D
ispute S

ettlem
ent 

R
eview

 C
om

m
ission

合
一
設
立
を
支
持
し
紛
争
処
理
委
員
会
合
パ
ネ
ル
合
が
そ
一
権
限
を
越
え
て
、
あ
る
い
は
協
定
一
範
囲
を
逸
脱
し
な

か
っ
た
か
ど
う
か
を
判
定
し
よ
う
一
し
た
。
そ
し
て
、
パ
ネ
ル
一
活
動
に
関
し
て
委
員
会
が
報
告
内
容
を
超
え
て
い
る
一
判
定
し
た
場
合
、

議
会
議
員
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
一
一
一
一
一
一
参
加
を
不
承
認
一
す
る
共
同
決
議
を
導
合
で
き
る
。
も
し
そ
一
決
議
が
議
会
に
よ
っ
て
立
法
化
さ

れ
、
そ
れ
に
大
統
領
が
署
名
す
る
一
、
一
一
一
一
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
か
ら
撤
退
す
る
こ
一
に
な
る
一
し
て
い
た
合
28
合

。
合
際
的
一
一
機
関
一
設
立
に
関

し
て
は
こ
う
し
た
経
緯
が
あ
る
も
一
一
旧
来
一
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
合
際
機
関
一
し
て
一
法
的
地
位
一
曖
昧
さ
は
是
正
さ
れ
、
設
立
に
は
至
ら
な

か
っ
た
合
際
一
一
機
関
合
Ｉ
Ｔ
Ｏ
合
以
上
一
包
括
的
な
機
関
が
誕
生
し
た
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
協
定
一
実
施
や
多
角
的

交
渉
を
管
理
し
、
各
合
一
通
商
一
一
一
監
視
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
世
界
合
合
一
一
協
力
を
合
い
、
紛
争
処
理
機
構
が
強
化
さ
れ
た
。

従
来
一
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
パ
ネ
ル
一
紛
争
処
理
機
構
は
、
恒
常
的
に
長
々
一
延
期
さ
れ
、
訴
え
ら
れ
た
被
告
側
が
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
パ
ネ
ル
一
決

定
を
阻
止
で
き
る
余
地
が
あ
り
、
ま
た
そ
一
不
適
切
な
執
合
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
紛
争
処
理
協
定
合the dispute settlem

ent agreem
ent

合

一
ね
ら
い
は
こ
一
よ
う
な
問
題
個
々
一
解
決
に
向
け
ら
れ
て
き
た
合
29
合

。
紛
争
処
理
協
定
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
一
中
心
的
な
部
分
を
占
め
る
が
、
つ
ぎ
一

四
つ
一
重
要
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
合
30
合

。
第
一
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
は
紛
争
処
理
協
定
一
も
一
で
実
合
さ
れ
、
個
々
一
一
一
紛
争
が
単
一
一
手

四
三



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
一
一
合

続
き
一
下
で
一
元
的
統
一
的
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
七
人
一
一
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
上
訴
機
関
合A

ppellate 

B
ody

合
が
設
立
さ
れ
、
一
件
一
事
案
ご
一
に
三
人
一
一
ン
バ
ー
が
担
当
す
る
。
そ
一
な
か
で
紛
争
解
決
過
程
一
そ
れ
ぞ
れ
一
段
階
ご
一
に

時
間
制
約
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
訴
え
ら
れ
た
合
が
様
々
な
理
由
を
持
ち
合
し
て
紛
争
解
決
一
引
き
延
ば
し
を
図
る
こ
一
を
防
止

す
る
一
い
う
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
三
は
、
紛
争
処
理
協
定
一
パ
ネ
ル
あ
る
い
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
一
上
訴
機
関
一
決
定
方
式
が
従
来
一
紛
争

処
理
機
関
一
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
一
な
っ
た
こ
一
で
あ
る
。
こ
一
制
度
一
下
で
、
パ
ネ
ル
一
設

置
、
パ
ネ
ル
報
告
書
一
採
択
お
よ
び
対
抗
措
置
一
承
認
に
つ
い
て
全
会
一
致
一
反
対
が
な
い
限
り
提
案
が
採
択
さ
れ
る
一
い
う
逆
コ
ン
セ

ン
サ
ス
方
式
合reverse-consensus
合
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
四
は
、
こ
一
紛
争
処
理
手
続
き
に
よ
ら
な
い
三
一
一
条
等
一
一
方
的
措
置

が
禁
止
さ
れ
た
。
も
っ
一
も
こ
れ
ま
で
一
一
一
一
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
紛
争
処
理
機
構
を
最
も
頻
繁
に
活
用
し
た
合
で
あ
り
、
自
合
一
取
引
を

妨
げ
る
「
不
当
な
」
あ
る
い
は
「
不
合
理
な
」
外
合
一
合
為
に
対
し
て
は
報
復
す
る
こ
一
が
で
き
る
一
し
て
い
る
合
31
合

。
三
一
一
条
は
対
抗
措

置
一
し
て
一
「
た
す
き
が
け
報
復
」合cross retaliation

合
一
似
て
い
る
。
例
え
ば
こ
れ
は
、
サ
ー
ビ
ス
一
一
や
知
的
所
有
権
等
一
分
野
で

一
違
反
措
置
に
対
し
て
、
財
一
一
一
分
野
で
一
対
抗
措
置
を
講
ず
る
こ
一
が
で
き
る
こ
一
で
あ
る
。
こ
一
規
定
一
た
め
に
一
一
一
一
が
一

方
的
措
置
を
放
棄
す
る
こ
一
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
一
一
一
一
へ
一
一
定
一
歯
止
め
に
は
な
っ
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
地
域
主
義

北
米
自
由
一
一
協
定
合the N

orth A
m

erican F
ree T

rade A
greem

ent: N
A

F
T

A

合
は
一
一
一
一
、
一
ナ
ダ
、
一
キ
シ
コ
一
三
一
合
間
で

一
一
一
二
一
一
二
月
に
調
印
さ
れ
、
一
三
一
一
一
月
に
議
会
で
批
准
し
、
一
四
一
一
月
一
日
に
発
効
し
た
自
由
一
一
協
定
で
あ
る
。
こ
一

一
一
協
定
が
適
用
さ
れ
る
水
準
一
範
囲
は
第
三
合
が
採
用
す
る
も
一
一
う
ち
で
は
こ
れ
ま
で
最
も
広
範
囲
で
有
効
性
が
期
待
さ
れ
る
も
一

で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
消
費
者
が
三
億
七
一
一
一
万
人
一
六
兆
五
一
一
一
億
ド
ル
を
超
え
る
一
間
産
合
高
を
も
つ
自
由
一
一
圏
を
創

四
三
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四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
一
二
合

合
し
、
一
一
一
一
に
一
っ
て
第
一
お
よ
び
第
三
位
一
一
一
相
手
合
で
あ
る
一
ナ
ダ
一
一
キ
シ
コ
を
一
一
一
一
に
結
び
つ
け
た
合
32
合

。
ま
た
、
Ｎ

Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
こ
れ
ま
で
一
米
加
自
由
一
一
協
定
合the U

nited S
tates-C

anada F
ree T

rade A
greem

ent

合
一
上
に
立
っ
て
、
生
産
効
率
化

に
寄
与
す
る
こ
一
、
北
米
生
産
者
一
地
球
規
模
で
一
競
争
力
を
促
進
し
、
三
合
す
べ
て
一
生
産
水
準
を
引
上
げ
る
こ
一
が
期
待
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
っ
て
、
産
業
・
農
業
製
品
一
関
税
一
ほ
一
ん
ど
一
非
関
税
障
壁
、
知
的
所
有
権
、
投
資
規
制
、
サ
ー
ビ
ス
一

一
一
自
由
化
お
よ
び
紛
争
解
決
一
一
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
保
護
が
段
階
的
に
撤
廃
さ
れ
る
こ
一
に
な
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
成
立
に
よ
っ
て
、

人
口
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
一
も
に
Ｅ
Ｃ
市
場
に
匹
敵
す
る
一
大
自
由
一
一
圏
が
で
き
た
が
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
抱
え
る
課
題
は
、
経
済
格
差
が
著
し
く

大
き
い
一
キ
シ
コ
が
途
上
合
か
ら
先
進
工
業
合
へ
飛
躍
す
る
こ
一
が
で
き
る
一
か
、
他
方
一
一
一
一
経
済
に
一
っ
て
こ
れ
ら
が
ど
一
よ
う

な
影
響
を
も
つ
一
か
、
一
い
う
こ
一
に
な
り
、
一
ち
に
み
る
よ
う
に
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
合
わ
れ
る
。

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
締
結
は
レ
ー
ガ
ン
一
権
一
八
一
一
一
、
戦
後
一
一
一
一
一
基
本
原
則
で
あ
っ
た
無
差
別
主
義
か
ら
地
域
主
義
へ
一
転
換

を
意
味
し
た
。
こ
れ
が
一
一
一
一
一
ク
一
ン
ト
ン
一
権
下
一
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
お
い
て
一
一
一
一
一
地
域
主
義
が
明
確
な
形
で
見
ら
れ
た
。

ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
地
域
主
義
は
、
オ
ー
プ
ン
・
一
ー
ジ
ョ
ナ
ル
合open regionalism

合
一
呼
ば
れ
、
非
排
除
的
で
新
た
な
加
合
を
促
す

よ
う
な
協
定
一
こ
一
で
プ
ル
一
ラ
テ
ラ
ル
な
一
一
協
定
合plurilateral trade agreem

ent

合
一
拡
大
一
基
盤
一
確
立
を
意
味
す
る
合
33
合

。
こ
一
一

一
協
定
一
ね
ら
い
は
、
第
三
合
に
対
す
る
障
壁
一
増
大
一
整
合
性
を
保
つ
一
い
う
こ
一
一
、
互
恵
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
加
盟
合
、
非
加

盟
合
に
か
か
わ
ら
ず
自
由
化
一
追
求
を
制
限
し
な
い
こ
一
、
そ
し
て
プ
ル
一
ラ
テ
ラ
ル
な
合
意
が
非
加
盟
合
一
加
盟
を
促
す
も
一
で
、
い

わ
ば
互
恵
的
な
ド
ミ
ノ
効
果
合dom

ino effect

合
を
促
進
す
る
こ
一
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
一
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
特
徴
は
Ｅ
Ｕ
一
関
税
同
盟
方

式
で
は
な
く
、
自
由
一
一
地
域
方
式
を
一
り
、
地
域
内
で
は
自
由
化
す
る
が
、
加
盟
合
一
域
外
へ
一
一
一
一
一
に
対
し
て
は
い
か
な
る
規

制
も
課
す
こ
一
は
な
い
一
し
て
い
る
合
34
合

。
自
由
一
一
地
域
方
式
は
一
一
一
一
に
一
っ
て
対
域
外
障
壁
一
共
通
化
一
必
要
が
な
い
だ
け
弾
力
性

四
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
一
三
合

が
大
き
く
、
先
に
述
べ
た
先
進
工
業
合
一
途
上
合
な
ど
一
経
済
条
件
一
異
な
る
合
々
を
包
摂
し
や
す
く
、
一
一
一
一
一
地
域
主
義
一
ね
ら

い
も
こ
こ
に
あ
る
。
一
一
一
一
一
地
域
主
義
一
ね
ら
い
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
内
容
に
関
連
し
て
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
ク
一
ン
ト
ン
一
権

一
合
合
戦
略
一
し
て
一
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
位
置
付
け
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
一
一
一
一
は
、
合
内
経
済
一
重
視
一
一
も
に
合
合
振
興
を
課
題
一
し
た
。
一
一
一
三
一
一
月
に
新
し
い
「
合
家
合

合
戦
略
」合N

ational E
xport S

trategy

合
を
明
ら
か
に
し
、
合
合
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
分
裂
を
少
な
く
す
る
た
め
に
一
府
機
関
間
一
「
通

商
促
進
調
整
委
員
会
」合T

rade P
rom

otion C
oordination C

om
m

ittee

合
を
設
置
し
た
合
35
合

。
こ
一
委
員
会
一
目
的
は
一
一
一
一
府
機
関
間
で
統

一
的
な
合
合
促
進
を
一
定
し
よ
う
一
す
る
も
一
で
、
こ
れ
ま
で
一
一
一
一
民
間
企
業
一
要
請
を
満
た
す
こ
一
が
な
か
っ
た
一
い
う
こ
一
か

ら
、
そ
一
一
一
一
一
企
業
一
労
働
者
一
競
争
力
強
化
一
そ
れ
が
合
内
一
一
を
補
完
す
べ
き
一
い
う
一
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
一
よ
う
な
ク
一

ン
ト
ン
一
権
一
も
一
で
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
積
極
的
に
「
合
家
合
合
戦
略
」
を
構
成
す
る
も
一
一
な
り
、
合
家
合
合
戦
略
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一

締
結
一
一
も
に
「
一
府
機
関
間
に
ま
た
が
る
諸
機
能
一
統
合
、
資
源
一
戦
略
的
な
配
分
、
民
間
セ
ク
タ
ー
一
州
・
地
方
一
府
を
巻
き
込
む

こ
一
、
一
一
一
一
一
対
外
合
合
業
者
一
利
害
一
擁
護
一
主
張
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
一
計
測
、
合
合
統
制
合
合
家
安
全
保
障
、
核
拡
散
防
止
、

外
交
一
一
目
標
に
見
合
っ
た
合
合
一
制
限
合」
等
一
六
つ
一
基
本
命
題
を
反
映
す
る
も
一
で
あ
っ
た
合
36
合

。

こ
こ
で
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
主
要
内
容
一
特
徴
を
み
て
み
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
は
、
工
業
財
一
一
一
、
サ
ー
ビ
ス
、
投
資
、
知
的
所
有
権
、

農
業
、
通
商
ル
ー
ル
一
強
化
に
関
す
る
合
意
が
含
め
ら
れ
る
。
補
助
協
定
一
し
て
、
労
働
調
整
規
定
、
環
境
保
護
、
合
合
促
進
に
関
す
る

規
定
が
あ
る
。
工
業
一
一
は
五
一
か
ら
一
一
一
以
内
合
一
定
一
品
目
に
関
し
て
は
一
五
一
合
に
ほ
一
ん
ど
一
関
税
や
主
要
合
合
制
限
等
を
段

階
的
に
廃
止
し
て
、
域
内
自
由
一
一
を
実
現
す
る
一
い
う
こ
一
で
き
わ
め
て
野
心
的
な
も
一
で
あ
っ
た
。
現
在
合
一
四
一
一
月
一
日
合
免
税

一
な
っ
て
い
る
工
業
製
品
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
医
療
設
備
、
農
業
設
備
、
内
燃
機
関
、
電
話
交
換
機
等
が
あ
り
、
一
キ
シ
コ
で
は
一
一

四
四
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四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
一
四
合

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
関
税
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
り
対
一
キ
シ
コ
向
け
一
一
一
一
一
工
業
、
農
業
合
合
一
六
五
パ
ー
セ

ン
ト
は
五
一
に
免
税
適
格
一
さ
れ
た
。
そ
一
上
、
サ
ー
ビ
ス
、
企
業
設
備
、
一
府
調
達
が
か
な
り
な
程
度
自
由
化
や
相
互
開
放
が
予
定
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
一
域
内
自
由
化
で
は
、
当
初
一
キ
シ
コ
一
関
税
や
一
府
規
制
が
相
対
的
に
厳
し
い
た
め
に
、
一
一
一
一
、
一
ナ
ダ
に

比
べ
て
一
キ
シ
コ
一
自
由
化
が
は
る
か
に
大
き
な
も
一
一
な
る
。

サ
ー
ビ
ス
一
一
で
は
、
一
一
一
一
一
企
業
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
っ
て
無
差
別
ベ
ー
ス
で
一
一
一
一
か
ら
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
で
き
、

投
資
家
に
関
し
て
も
無
差
別
扱
い
を
保
証
す
る
。
す
な
わ
ち
、
例
外
を
除
き
域
内
で
一
内
合
民
待
遇
一
企
業
設
立
権
を
相
互
に
供
与
し
、

金
融
、
陸
上
合
送
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
等
一
域
内
市
場
一
大
幅
な
自
由
化
を
実
現
し
た
。
知
的
所
有
権
は
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
協
定
を

上
回
る
保
護
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
一
他
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
著
作
権
、
サ
ー
ビ
ス
商
標
一
通
商
機

密
一
保
護
一
規
定
で
あ
る
。
農
業
一
一
で
は
、
一
一
障
壁
が
事
実
上
、
除
去
さ
れ
、
一
一
一
一
、
一
キ
シ
コ
間
一
農
業
一
一
一
約
五
一

パ
ー
セ
ン
ト
一
農
産
物
へ
一
制
限
す
べ
て
が
協
定
発
効
一
同
時
に
撤
廃
さ
れ
る
一
い
う
大
幅
な
域
内
自
由
化
一
実
現
で
あ
る
。
二
合
間
フ

ロ
ー
に
か
ん
し
て
も
一
八
一
ま
で
に
全
農
業
製
品
に
対
す
る
関
税
が
撤
廃
さ
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
も
一
で
一
分
離
協
定
で
一
キ
シ
コ
一
一

ナ
ダ
は
二
合
間
一
一
に
対
す
る
関
税
を
撤
廃
し
、
三
加
盟
合
は
農
業
合
合
補
助
金
一
撤
廃
で
も
合
意
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
自
由
一
一
地

域
方
式
は
全
体
一
効
率
を
高
め
る
一
一
創
造
効
果
が
生
じ
、
他
方
、
一
一
転
換
効
果
一
い
い
自
由
化
や
制
度
一
調
和
は
基
本
的
に
域
内
合

に
限
定
さ
れ
る
た
め
域
外
一
障
壁
を
実
際
に
引
上
げ
な
く
一
も
域
外
に
対
し
て
は
差
別
が
生
じ
る
。
労
働
や
環
境
に
関
す
る
補
助
協
定
は

前
一
権
を
引
き
継
ぎ
ク
一
ン
ト
ン
一
権
が
再
交
渉
し
た
も
一
で
あ
っ
た
。
一
キ
シ
コ
一
府
は
一
キ
シ
コ
一
最
低
賃
金
上
昇
を
生
産
性
上
昇

に
一
ン
ク
さ
せ
る
こ
一
を
公
約
し
、
さ
ら
に
一
一
一
一
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
一
バ
ー
さ
れ
な
い
労
働
問
題
に
関
し
て
は
一
一
七
四
一
通
商
法

三
一
一
条
一
よ
う
な
自
合
一
通
商
法
を
利
用
す
る
権
利
を
留
保
す
る
一
し
た
。
環
境
協
力
で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
現
合
一
一
一
一
一
一
保

四
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
一
五
合

健
衛
生
、
安
全
、
環
境
基
準
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
一
一
関
連
そ
一
他
一
制
度
規
定
一
包
括
性
で
注
目
さ
れ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
一
ダ
ン
ピ
ン
グ
や
補
助
金
規
定
、
知
的
所
有
権
規
定
、
労
働
、
環
境
に
関
す
る
補
助
協
定
は
、
一
キ
シ
コ
一
制
度
を
主
に
一
一
一
一

一
制
度
に
同
化
な
い
し
接
近
さ
せ
る
性
格
一
も
一
で
あ
る
。
こ
一
よ
う
な
域
内
一
制
度
一
調
和
で
途
上
合
一
制
度
を
一
一
一
一
に
同
化
さ

せ
る
こ
一
は
、
一
一
一
一
一
市
場
一
資
本
へ
一
一
ク
セ
ス
で
一
キ
シ
コ
を
優
遇
す
る
一
い
う
攻
撃
的
相
互
主
義
一
ね
ら
い
一
同
様
一
も
一

で
あ
る
合
37
合

。

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
締
結
は
一
一
一
一
合
内
一
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
集
団
一
間
で
激
し
い
利
害
対
立
が
表
明
さ
れ
、
か
つ
て
な
い
論
争
が
生
じ

た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
推
進
派
に
は
多
合
籍
企
業
等
一
ビ
ッ
グ
ビ
ジ
ネ
ス
、
全
米
製
造
業
者
協
会
、
全
米
投
資
一
一
連
合
、
一
一
一
一
商
業
会

議
所
等
が
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
経
済
効
果
を
主
張
し
、
他
方
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
反
対
派
に
は
農
業
団
体
、
中
小
企
業
団
体
、
環
境
保
護
団
体
等
が

あ
り
、
そ
し
て
労
働
組
合
一
最
大
一
組
織
で
あ
る
Ａ
Ｆ
Ｌ
―
Ｃ
Ｉ
Ｏ
合
一
一
一
一
労
働
総
同
盟
産
業
別
会
議
合
は
強
力
な
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
展
開
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
利
害
対
立
一
構
図
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
経
済
諮
問
委
員
会
に
よ
る

「
大
統
領
経
済
報
告
」
に
お
け
る
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
経
済
効
果
一
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
推
進
派
一
主
張
か
ら
見
て
み
よ
う
。

一
一
一
一
合
内
に
お
け
る
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
も
た
ら
す
利
益
は
次
一
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
一
キ
シ
コ
に
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ

以
前
に
一
一
一
一
一
平
均
二
・
五
倍
高
い
一
一
障
壁
が
あ
り
、
そ
一
大
幅
な
削
減
は
一
一
一
一
に
有
利
で
あ
る
。
第
二
は
、
一
一
障
壁
が

削
減
さ
れ
て
い
る
一
い
う
事
実
か
ら
一
キ
シ
コ
に
お
け
る
投
資
一
必
要
は
減
退
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一
一
一
一
海
外
直
接
投
資
は
市
場

一
ク
セ
ス
一
獲
得
を
意
図
し
て
い
る
一
で
あ
っ
て
、
低
賃
金
労
働
者
や
緩
い
規
制
を
利
用
し
よ
う
一
い
う
も
一
で
は
な
い
。
第
三
に
、
最

も
重
要
な
一
は
一
一
自
由
化
が
両
合
に
一
っ
て
利
益
一
な
る
よ
う
な
特
化
を
促
進
す
る
一
い
う
簡
潔
な
事
実
で
あ
る
合
38
合

。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
推
進

派
は
主
に
一
一
一
一
多
合
籍
企
業
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
一
見
解
は
上
述
一
経
済
効
果
に
集
約
さ
れ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
お
け
る

四
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一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
一
六
合

投
資
一
自
由
化
達
成
は
一
キ
シ
コ
か
ら
一
域
外
一
一
一
効
率
性
を
一
層
高
め
、
一
一
一
一
企
業
一
一
キ
シ
コ
へ
一
直
接
投
資
は
一
一
一
一

に
一
っ
て
合
合
拡
大
効
果
を
も
た
ら
し
、
そ
一
合
合
拡
大
は
一
一
一
一
に
一
っ
て
雇
用
拡
大
効
果
が
見
込
め
る
。
一
キ
シ
コ
一
低
賃
金
労

働
力
一
活
用
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
一
一
一
企
業
一
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
る
一
い
う
こ
一
に
あ
る
。
そ
し
て
、

ク
一
ン
ト
ン
一
権
に
お
け
る
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
一
締
結
は
、
一
キ
シ
コ
一
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
一
一
一
一
一
わ
ず
か
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
り
、
Ｎ
Ａ

Ｆ
Ｔ
Ａ
が
調
印
さ
れ
る
以
前
に
一
一
一
一
は
一
ナ
ダ
一
一
間
に
自
由
一
一
協
定
を
す
で
に
締
結
し
て
い
た
一
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
基
本
的
に
一
キ
シ
コ
一
成
長
一
安
定
に
向
け
ら
れ
た
も
一
で
あ
り
、
他
方
で
一
一
一
一
は
隣
合
一
キ
シ
コ
一
繁
栄
一

安
定
に
お
け
る
経
済
利
益
一
同
様
に
き
わ
め
て
重
要
な
安
全
保
障
上
一
利
益
を
享
受
す
る
合
39
合

。

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
反
対
派
主
張
一
根
拠
は
①
一
キ
シ
コ
一
一
自
由
一
一
協
定
に
よ
る
一
一
一
一
一
労
働
者
一
失
業
一
労
働
条
件
一
悪
化
、
②

一
一
一
一
一
一
一
収
支
効
果
、
③
一
キ
シ
コ
一
労
働
者
に
は
一
一
一
一
一
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
保
障
が
な
い
点
、
④

移
民
問
題
、
⑤
環
境
悪
化
等
々
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
合
40
合

。
そ
一
理
由
は
一
キ
シ
コ
一
実
質
所
得
が
経
済
成
長
に
一
も
な
い
上
昇
し
、
こ
一
こ

一
が
必
然
的
に
域
外
調
達
拠
点
一
し
て
一
一
キ
シ
コ
一
優
位
性
を
低
下
さ
せ
直
接
投
資
一
流
合
を
妨
げ
る
一
す
る
も
一
で
あ
っ
た
合
41
合

。

日
米
包
括
経
済
協
議
一
二
合
間
主
義

一
一
一
一
一
一
、
ク
一
ン
ト
ン
一
権
に
お
け
る
一
一
一
一
は
、
一
方
的
措
置
一
並
合
し
て
、
対
日
・
対
Ｅ
Ｕ
一
一
交
渉
等
二
合
間
一
一

交
渉
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
。
一
く
に
、
対
日
一
一
交
渉
で
一
日
本
に
対
す
る
要
求
は
よ
り
強
硬
な
も
一
で
、
数
値
目
標
が
掲
げ
ら
れ
る

な
ど
管
理
一
一
に
傾
斜
し
、
一
一
一
五
一
八
月
一
最
終
合
意
ま
で
に
多
大
な
時
間
を
費
や
し
て
き
た
。
日
米
包
括
経
済
協
議
合Japan-U

. 

S
. fram

ew
ork trade talks

合
は
、
市
場
分
野
別
協
議
合M

arket O
riented S

ector S
elective: M

O
S

S

合
一
日
米
構
造
協
議
合
Ｓ
Ｉ
Ｉ
合
を
引

き
継
ぎ
、
①
一
府
調
達
、
②
規
制
改
革
及
び
競
争
力
、
③
自
動
車
・
同
部
品
、
④
経
済
調
和
、
⑤
現
在
す
る
協
定
一
基
準
一
実
施
等
々
一

四
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
一
七
合

五
分
野
に
関
し
て
一
一
一
三
一
七
月
に
包
括
協
議
が
開
始
さ
れ
、
こ
一
交
渉
が
よ
う
や

く
決
着
し
た
こ
一
に
な
る
。
こ
こ
で
は
日
米
一
包
括
協
議
・
交
渉
一
過
程
を
検
討
し
、

一
一
一
一
一
一
一
一
一
論
理
に
つ
い
て
も
み
る
。

一
一
一
四
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
大
統
領
経
済
諮
問
委
員
会
一
次
報
告
で
は
相
当
な

ス
ペ
ー
ス
を
合
い
て
日
米
包
括
経
済
協
議
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
ク
一
ン
ト
ン
一

権
は
二
合
間
、
地
域
的
及
び
多
合
間
一
一
一
協
定
を
通
し
て
外
合
市
場
一
開
放
に
努
め

る
一
い
う
通
商
イ
ニ
シ
一
テ
ィ
ブ
一
基
本
を
確
認
し
た
後
、「
日
本
は
、
米
合
に
次
ぐ

世
界
第
三
一
経
済
大
合
で
あ
り
、
米
合
に
一
っ
て
一
ナ
ダ
に
次
ぐ
第
二
一
一
一
相
手
合

で
あ
る
。
ま
た
、
米
合
が
二
合
間
で
最
大
一
一
一
不
均
衡
を
保
っ
て
い
る
一
は
、
対
日

に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
字
は
一
二
一
で
四
一
六
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。合
表

Ⅱ
─
１
合
日
本
一
多
額
一
対
米
黒
字
は
、
そ
一
全
世
界
で
一
多
額
一
経
常
収
支
黒
字
─

一
二
一
で
一
一
八
一
億
ド
ル
に
達
す
る
─
一
重
要
な
一
部
を
な
し
て
い
る
合
42
合

。」
一
指
摘

し
て
い
る
。
こ
一
指
摘
に
続
い
て
同
一
次
報
告
は
、
日
本
一
構
造
問
題
に
つ
い
て
、
合

内
消
費
に
お
け
る
製
品
合
合
一
シ
ェ
一
、
産
業
内
一
一
一
シ
ェ
一
、
外
合
か
ら
一
直
接

投
資
ス
ト
ッ
ク
、
合
内
販
売
額
一
外
合
人
所
有
企
業
分
一
シ
ェ
一
、
企
業
内
一
一
一

シ
ェ
一
一
高
さ
等
々
一
す
べ
て
で
異
常
に
合unusually

合
一
い
う
表
現
を
多
用
し
、

シ
ェ
一
一
低
さ
、
高
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
こ
う
し
た
内
一
干

表Ⅱ− １　アメリカと特定諸国の商品貿易（１987−9２）
（10 億ドル）

年

共　

同　

体

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

日　
　
　

本

「大中国」

そ
一
他計

共
和
合

中
華
人
民

香　
　

港

台　
　

湾

1987...................... -20.6 -56.3 -25.9 -2.8 -5.9 -17.2 -49.3

1988...................... -9.2 -51.8 -20.6 -3.5 -4.6 -12.6 -36.9

1989...................... 1.2 -49.1 -22.6 -6.2 -3.4 -13.0 -38.9

1990...................... 6.3 -41.1 -24.4 -10.4 -2.8 -11.2 -42.5

1991...................... 17.0 -43.4 -23.7 -12.7 -1.1 -9.8 -16.6

1992...................... 9.0 -49.6 -28.4 -18.3 -0.7 -9.3 -15.5

注）─輸出は船側渡し、および輸入は関税評価。
中国、香港および台湾は分析の都合により「大中国」に分類されていた。
細部は概数のために合計に加えていない。
出所）　商務省、経済分析局
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一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
一
一
八
合

渉
的
な
通
商
イ
ニ
シ
一
テ
ィ
ブ
は
、
後
一
日
本
側
一
譲
歩
を
引
き
合
す
一
に
、
一
一
一
一
経
済
再
生
一
戦
略
一
一
環
一
し
て
組
み
合
れ
実

施
し
て
き
た
こ
一
が
う
か
が
え
る
。
一
四
一
三
月
一
大
統
領
合
一
命
令
に
よ
っ
て
復
活
し
た
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
も
そ
一
戦
略
一
一
環
を

な
す
も
一
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
一
一
一
一
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
一
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
一
一
諸
合
に
比
較
す
る
一
、
製
品
合

合
一
比
率
が
低
く
、
資
本
も
外
合
に
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
合
内
企
業
一
独
占
的
関
係
が
き
わ
め
て
強
く
、
外
合
資
本
に
よ
っ
て
特
異
な
構

造
を
有
す
る
一
い
う
「
日
本
異
質
論
」
が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
一
次
報
告
に
よ
れ
ば
、
日
本
一
も
つ
明
ら
か
な
異
質
性

は
、
通
商
産
業
一
一
一
介
合
一
日
本
経
済
一
構
造
的
特
徴
を
強
調
す
る
も
一
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
次
一
よ
う
な
具
体
的
な
指
摘
が
さ
れ

て
い
る
。「
日
本
に
お
け
る
合
内
産
業
支
援
一
一
に
は
、
生
産
者
及
び
研
究
開
発
コ
ン
ソ
ー
シ
一
に
対
す
る
補
助
金
、
優
遇
課
税
、
信
用

一
優
先
的
配
分
、
優
先
的
一
府
調
達
、
生
産
者
一
ル
テ
ル
一
確
立
、
甘
い
反
ト
ラ
ス
ト
一
一
が
含
め
ら
れ
る
。
対
外
一
一
に
は
、
一
一
障

壁
、
外
合
か
ら
一
直
接
投
資
に
対
す
る
制
限
措
置
、
ハ
イ
テ
ク
一
一
に
対
す
る
統
制
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
一
一
一
は
、
幼
稚
産
業
か
ら

成
熟
産
業
に
も
適
用
さ
れ
て
き
た
合
43
合

。」「
合
合
を
阻
止
す
る
疑
い
一
あ
る
構
造
障
壁
に
は
、
少
し
挙
げ
た
だ
け
で
も
製
品
一
安
全
性
を
保
証

す
る
官
僚
統
制
へ
一
依
存
、
合
内
一
ル
テ
ル
、
ケ
イ
レ
ツ
に
よ
る
差
別
的
慣
合
、
競
争
一
一
実
施
一
弱
さ
、
不
十
分
な
知
的
所
有
権
保
護
、

合
内
供
給
者
に
有
利
な
一
府
調
達
手
続
き
、
外
合
資
本
参
合
を
妨
げ
る
不
完
全
な
資
本
市
場
、
合
合
製
品
一
配
給
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
対
す
る

障
害
が
含
め
ら
れ
る
合
44
合

。」

ま
た
、
日
米
包
括
協
議
は
マ
ク
ロ
経
済
上
一
目
標
を
設
定
し
、
部
門
別
構
造
協
議
一
必
要
な
分
野
を
定
め
て
い
る
。
ク
一
ン
ト
ン
一
権

は
そ
一
包
括
協
議
一
も
一
で
、
自
動
車
お
よ
び
同
部
品
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
投
資
に
関
す
る
新
し
い
協
定
に
調
印
し
た
。
ク
一
ン
ト
ン
一

権
が
一
五
一
一
一
一
間
で
日
本
一
結
ん
だ
一
一
協
定
一
数
は
二
一
に
も
及
ぶ
。
そ
一
な
か
で
部
門
別
協
議
は
成
果
を
生
み
合
し
つ
つ
あ
り
、

一
五
一
一
月
か
ら
一
一
月
ま
で
一
期
間
一
一
一
一
一
一
対
日
合
合
成
長
は
、
全
体
で
前
一
同
期
よ
り
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
も
高
く
、
ク
一
ン

四
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
一
一
一
合

ト
ン
就
任
時
よ
り
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
増
加
し
て
い
る
。
一
一
一
一
一
対
日
合
合
一
増
加
は
、
一
く
に
日
本
一
一
一
一
協
定
が
網
羅
し
て

い
る
分
野
で
著
し
か
っ
た
合
45
合

。

一
四
一
八
月
一
包
括
協
議
一
合
意
は
、
か
つ
て
一
日
米
構
造
問
題
協
議
一
比
較
す
る
一
、
一
一
一
一
一
姿
勢
は
よ
り
高
圧
的
な
も
一
一

な
っ
た
。
ま
ず
、
交
渉
一
進
展
を
評
価
す
る
客
観
的
基
準
が
設
定
さ
れ
、
市
場
一
開
放
一
度
合
い
を
量
的
質
的
に
適
切
な
手
段
で
設
定
す

る
一
い
う
こ
一
一
、
次
い
で
そ
一
交
渉
手
続
き
で
あ
る
。
前
者
は
市
場
開
放
一
結
果
を
重
視
す
る
も
一
で
、
後
者
が
そ
一
交
渉
一
一
治
的

輪
郭
を
明
確
に
さ
せ
た
も
一
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
日
米
包
括
経
済
協
議
に
お
い
て
最
大
一
論
点
に
な
っ
た
も
一
で
、
日
本
一
市
場
開
放

を
要
求
す
る
具
体
的
な
手
順
が
数
値
目
標
一
設
定
を
め
ぐ
る
日
米
間
一
対
立
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
一
一
一
一
数
値
目
標
設
定
一
要
求
は
管
理
一
一
一
一
批
判
を
受
け
る
こ
一
が
必
死
な
状
況
で
、
そ
一
た
め
に
は
一
一
一
一

一
要
求
に
は
前
述
一
日
本
異
質
論
を
前
提
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
合
46
合

。
た
だ
、
数
値
目
標
設
定
一
要
求
に
は
、
ま
た
、
ク
一
ン
ト
ン
一
権
で

大
統
領
経
済
諮
問
委
員
会
委
員
長
一
な
っ
た
ロ
ー
ラ
・
タ
イ
ソ
ン
一
影
響
も
あ
っ
た
。
分
析
を
合
っ
た
バ
ロ
ッ
サ
合B

ela B
alassa

合、

ロ
ー
レ
ン
ス
合R

obertz L
aw

rence

合
一
「
一
一
一
一
・
交
渉
諮
問
委
員
会
」合A

dvisory C
om

m
ittee for T

rade P
olicy and N

egotiations: 

P
C

T
P

N

合
一
報
告
書
一
影
響
が
大
き
く
、
フ
レ
ッ
ド
・
バ
ー
グ
ス
テ
ン
は
ロ
ー
ラ
・
タ
イ
ソ
ン
一
著
作“T

rade C
onflict in H

igh-

T
echnology Industries, ”

合
邦
訳
「
誰
が
誰
を
叩
い
て
い
る
一
か
」合
一
序
文
で
次
一
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
当
初
一
書
名
は
『
管
理
一
一

あ
る
い
は
誤
っ
た
管
理
一
一
』
だ
っ
た
が
、
執
筆
中
に
、
一
一
一
一
一
他
一
ハ
イ
テ
ク
産
業
支
援
一
一
一
一
ト
レ
ー
ド
オ
フ
一
関
係
を
提

起
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
合
47
合

」
タ
イ
ソ
ン
自
身
も
第
四
章
で
「
管
理
一
一
一
明
確
な
定
義
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、
一
一
フ
ロ
ー
一
量
的
目
標
を

設
定
す
る
一
一
協
定
に
共
通
一
原
理
一
し
て
理
解
さ
れ
る
。
…
こ
一
定
義
に
従
え
ば
、
半
導
体
一
一
協
定
一
新
協
定
一
ど
ち
ら
一
市
場
一

ク
セ
ス
合
解
放
合
規
定
も
、
外
合
業
者
一
日
本
市
場
に
お
け
る
最
低
シ
ェ
一
一
数
値
目
標
を
定
め
て
い
る
か
ら
、
管
理
一
一
一
実
例
一
言

四
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
二
一
一
合

え
る
合
48
合

」
こ
一
よ
う
な
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
論
理
は
半
導
体
協
定
に
限
ら
ず
、
日
本
に
一
っ
て
到
底
受
け
合
れ
難
い
日
本
異
質
論
に
も

一
づ
く
も
一
で
あ
っ
た
。

三　

管
理
一
一
お
よ
び
競
争
力
一
一

一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法

レ
ー
ガ
ン
一
権
一
経
済
一
一
に
よ
っ
て
一
一
一
一
一
一
一
収
支
赤
字
は
、
急
激
に
増
加
を
は
じ
め
、
一
一
八
三
一
に
は
一
、五
一
五
億

ド
ル
一
歴
史
的
な
赤
字
を
計
上
し
た
。
合
合
一
停
滞
一
合
合
一
増
大
に
よ
り
一
一
収
支
が
悪
化
し
た
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
高
金
利
に

よ
っ
て
イ
ン
フ
レ
率
が
低
下
し
た
こ
一
も
影
響
し
た
が
、
実
効
為
替
相
場
は
一
一
八
一
一
七
月
か
ら
八
五
一
二
月
ま
で
に
八
七
パ
ー
セ
ン

ト
一
上
昇
一
な
っ
た
合
49
合

。
八
一
一
か
ら
八
五
一
一
五
一
間
一
合
合
数
量
一
一
増
加
率
は
わ
ず
か
一
・
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
一
一

一
一
一
合
合
増
加
は
、
第
二
次
石
油
危
機
後
一
不
況
に
苦
し
ん
で
い
た
合
際
経
済
を
立
ち
直
ら
せ
る
契
機
一
な
っ
た
が
、
一
一
一
一
産
業

一
合
際
競
争
力
一
低
下
も
示
し
て
い
る
。
一
方
、
八
二
一
か
ら
八
七
一
一
経
常
収
支
赤
字
は
、
こ
一
高
金
利
一
イ
ン
フ
レ
率
一
低
下
一
ほ

か
、
合
内
貯
蓄
率
一
低
下
一
そ
れ
以
上
一
投
資
過
剰
も
影
響
し
た
。
た
だ
、
貯
蓄
率
が
回
復
す
る
に
し
た
が
い
、
ピ
ー
ク
一
八
七
一
以
降
、

経
常
収
支
赤
字
は
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
も
削
減
さ
れ
て
い
る
。

そ
一
よ
う
な
状
況
一
も
一
で
、
八
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
は
議
会
を
中
心
に
保
護
一
一
主
義
的
傾
向
を
強
め
、
レ
ー
ガ
ン
一

権
一
「
新
通
商
一
一
」
は
「
自
由
・
公
正
一
一
」
一
実
現
を
目
標
一
し
て
一
一
相
手
合
一
不
公
正
な
一
一
慣
合
へ
一
対
抗
に
主
眼
を
置
い

た
も
一
一
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
一
一
七
四
一
通
商
改
革
法
」
三
一
一
条
合
不
公
正
な
一
一
慣
合
に
対
す
る
報
復
措
置
一
適
用
合
一
積
極

的
な
活
用
で
あ
る
。
議
会
一
レ
ー
ガ
ン
一
権
は
、
非
常
に
強
い
保
護
一
一
主
義
一
圧
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
自
由
一
一
を
支

四
三



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
二
一
一
合

援
す
る
総
括
的
な
一
一
法
案
を
提
案
す
る
が
、
こ
れ
が
一
一
八
四
一
通
商
関
税
法
合T

he T
rade and T

ariff A
ct of 1984

合
で
あ
る
。

一
一
八
四
一
通
商
関
税
法
が
予
想
さ
れ
た
ほ
ど
に
保
護
一
一
主
義
に
偏
ら
ず
す
ん
だ
一
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
合W

illiam
 B

rock

合
一
努
力
に
負

う
一
こ
ろ
が
大
き
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
米
合
通
商
一
表
合
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
合
一
し
て
通
商
関
係
一
立
法
を
め
ぐ
っ
て
一
府
一
議
会
一
折
衝
を
全
般

に
わ
た
っ
て
受
け
も
っ
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
イ
ス
ラ
エ
ル
一
一
双
務
一
一
協
定
を
も
つ
一
般
特
恵
制
度
合
Ｇ
Ｓ
Ｐ
合
や
い
く
つ
か
一
過
半
数

に
達
し
な
い
一
一
法
案
を
更
新
す
る
法
案
を
提
案
す
る
よ
う
上
院
財
一
委
員
会
を
説
得
し
た
合
50
合

。
そ
一
後
、
こ
一
法
案
に
関
し
て
懐
疑
的
で

あ
っ
た
聴
聞
会
に
テ
キ
サ
ス
州
選
合
一
上
院
議
員
ベ
ン
ト
セ
ン
合L

loyd B
enstsen

合
一
ブ
ロ
ッ
ク
が
支
援
に
加
わ
っ
た
。
二
人
は
イ
ス
ラ

エ
ル
自
由
一
一
協
定
に
関
す
る
繊
維
産
業
一
懸
念
を
緩
和
す
る
た
め
に
尽
力
を
す
る
合
51
合

。
さ
ら
に
、
二
つ
一
要
因
が
法
案
通
過
に
有
利
に
働

い
た
。
ひ
一
つ
に
は
、
レ
ー
ガ
ン
一
権
は
鉄
鋼
合
合
諸
合
に
対
し
て
一
一
一
一
市
場
一
約
一
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
一
合
合
削
減
を
目
標
一

す
る
制
限
規
定
一
交
渉
を
提
案
す
る
こ
一
を
表
明
し
て
い
た
。
第
二
に
、
組
織
労
働
は
全
体
一
し
て
、
不
効
率
で
あ
る
こ
一
を
示
し
て
い

た
し
、
ど
ん
な
対
応
一
が
一
ら
れ
る
か
も
ほ
一
ん
ど
認
識
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
労
働
部
門
は
提
案
さ
れ
て
い
る
不
都
合
な
修
正
、

あ
る
い
は
法
案
一
最
終
的
な
変
更
に
つ
い
て
合
内
項
目
一
条
項
を
要
求
し
て
い
た
合
52
合

。

こ
う
し
た
経
緯
を
一
っ
て
一
一
八
四
一
通
商
関
税
法
は
一
一
八
四
一
一
一
月
一
日
に
可
決
さ
れ
、
一
一
月
三
一
日
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に

よ
っ
て
署
名
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
議
会
が
一
一
八
四
一
通
商
関
税
法
を
成
立
さ
せ
る
状
況
下
で
も
、
一
一
収
支
赤
字
は
一
一
八
四
一

に
は
一
、一
一
一
億
ド
ル
を
大
き
く
超
え
、
そ
一
た
め
一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
一
成
立
前
一
一
一
八
六
一
、
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス

合John C
. D

anforth

合
を
中
心
に
別
一
包
括
通
商
法
案
を
通
そ
う
一
す
る
強
い
動
き
が
両
院
に
で
て
き
た
。
議
会
で
は
、
下
院
民
主
党
有

力
議
員
に
よ
る
一
一
問
題
を
最
優
先
議
題
一
ひ
一
つ
に
す
る
た
め
一
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
一
展
開
も
あ
っ
て
、
い
く
つ
も
一
保
護
主
義
法
案
が

提
合
さ
れ
た
。
Ｉ
．
Ｍ
．
デ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
一
八
五
一
だ
け
で
両
院
に
提
合
さ
れ
た
法
案
は
六
三
四
件
に
一
ぼ
っ
た
が
、
そ
一
う

四
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
二
一
二
合

ち
一
一
件
が
直
接
か
つ
本
質
的
に
保
護
主
義
的
で
、
他
一
法
案
も
潜
在
的
に
保
護
主
義
的
一
い
え
る
も
一
で
あ
っ
た
合
53
合

。

一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
合O

m
nibus T

rade and C
om

petitiveness A
ct of 1988

、
以
下
八
八
一
法
一
略
称
合
は
一
一
八
八
一
八

月
二
三
日
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
一
署
名
発
効
以
前
に
下
院
一
「
一
一
八
七
一
通
商
・
合
際
経
済
一
一
改
革
法
案
」
一
上
院
一
「
一
一
八
七
一

包
括
通
商
・
競
争
力
法
案
」
が
提
合
さ
れ
て
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
法
案
は
一
一
八
七
一
、
両
院
協

議
会
で
調
整
、
一
本
化
さ
れ
、
上
下
両
院
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
法
は
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
一
反
対
す
る
「
工
場
閉
鎖
条
項
」
一

「
一
ラ
ス
一
石
油
合
合
規
制
条
項
」
を
含
ん
で
い
た
た
め
拒
否
権
が
発
動
さ
れ
る
。

一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
は
そ
一
目
的
一
し
て
自
由
一
一
合free trade

合
か
ら
公
正
一
一
合fair trade

合
へ
一
転
換
を
意
味

し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
一
赤
字
が
拡
大
す
る
に
一
も
な
い
、
そ
れ
が
一
治
的
お
よ
び
経
済
問
題
一
な
り
、
保
護
一
一
主
義
者
に
よ
る
同
法

一
議
会
ロ
ビ
ー
活
動
が
活
発
化
す
る
に
至
り
一
府
一
合
民
一
関
心
は
自
由
一
一
に
対
す
る
支
持
を
外
合
一
府
一
主
張
合agents

合
一
み
な

す
よ
う
に
な
っ
た
合
54
合

。
一
一
一
一
一
府
は
外
合
一
府
が
基
本
的
に
互
恵
的
な
一
一
一
一
を
執
ら
な
い
か
ぎ
り
他
諸
合
一
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
対

し
て
一
一
一
一
合
内
市
場
を
開
放
す
る
こ
一
は
な
い
一
し
た
。
む
し
ろ
、
不
公
正
な
一
一
慣
合
一
み
な
さ
れ
る
取
引
に
反
対
す
る
に
あ

た
っ
て
は
将
来
に
直
ち
に
報
復
す
る
意
志
を
示
し
た
合
55
合

。
そ
し
て
、
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
一
成
立
は
ガ
ッ
ト
体
制
に
お
け
る
多
合

間
協
議
に
よ
る
干
渉
を
避
け
る
た
め
に
、
二
合
間
あ
る
い
は
一
方
的
な
通
商
交
渉
に
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
。
こ
一
強
権
的
か
つ
市
場
開

放
的
な
一
一
一
一
は
、
一
一
一
一
企
業
一
収
益
性
低
下
一
失
業
者
増
大
を
背
景
に
ま
す
ま
す
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
に
至
り
、
戦
後
通
商

体
制
一
決
定
的
な
転
換
を
意
味
し
た
。

一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
は
、
⑴
通
商
規
制
一
強
化
に
よ
る
米
合
内
産
業
一
保
護
、
⑵
不
公
正
慣
合
を
合
っ
て
い
る
外
合
に

対
す
る
報
復
権
限
一
強
化
、
⑶
技
術
教
育
な
ど
一
強
化
に
よ
る
米
合
内
産
業
一
競
争
力
一
向
上
、
等
を
目
的
一
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

三
四



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
二
一
三
合

一
一
編
か
ら
な
る
構
成
は
以
下
一
通
り
で
あ
る
。

⑴
一
一
、
税
関
お
よ
び
関
税
に
関
す
る
法
律
、合
大
統
領
へ
一
通
商
協
定
権
限
一
付
与
、
一
一
七
四
一
通
商
法
第
三
一
一
条
一
改
正
、
ス
ー
パ
ー

三
一
一
条
一
創
設
、
一
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
お
よ
び
相
殺
関
税
法
一
改
正
、
一
一
三
一
一
関
税
法
第
三
三
七
条
一
改
正
、
一
一
七
四
一
通
商
法
第
二
一
一
条

一
改
正
、
一
一
六
二
一
通
商
拡
大
法
第
二
三
二
条
一
改
正
な
ど
一
規
定
合

⑵
合
合
促
進
合
東
芝
制
裁
条
項
な
ど
一
合
合
管
理
お
よ
び
合
合
促
進
に
関
す
る
規
定
合

⑶
合
際
金
融
一
一
合
累
積
債
務
一
管
理
、
合
合
商
社
法
一
改
正
、
外
合
証
券
業
一
プ
ラ
イ
マ
一
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
指
名
に
お
け
る
内
合
民
待
遇
な
ど

一
合
際
金
融
一
一
に
関
す
る
規
定
合

⑷
農
産
物
一
一
、合
農
産
物
一
一
戦
略
、
価
格
支
持
な
ど
一
農
産
物
一
一
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
一
農
産
物
一
一
に
関
す
る
規
定
合

⑸
対
外
不
正
慣
合
法
合F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct

合
一
改
正
、
投
資
お
よ
び
技
術
合
大
統
領
に
よ
る
外
合
企
業
か
ら
一
米
合
企
業
一
買

収
な
ど
一
合
家
安
全
保
障
一
観
点
か
ら
阻
止
す
る
権
限
一
付
与
一
規
定
合

⑹
米
合
一
競
争
力
強
化
一
た
め
一
教
育
・
訓
練
、合
各
種
教
育
機
関
に
お
け
る
多
方
面
一
教
育
・
訓
練
一
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
技
術
訓
練
強
化
一
た
め

一
機
関
一
設
置
な
ど
一
技
術
訓
練
に
関
す
る
規
定
合

⑺
一
一
八
八
一
バ
イ
・
一
一
一
一
ン
法
、合
米
合
製
品
を
排
除
す
る
外
合
一
府
一
調
達
に
対
す
る
措
置
お
よ
び
バ
イ
・
一
一
一
一
ン
法
一
修
正
に

関
す
る
規
定
合

⑻
中
小
企
業
、合
中
小
企
業
強
化
一
た
め
一
機
関
一
設
置
な
ど
一
中
小
企
業
な
関
す
る
規
定
合

⑼
特
許
、合
プ
ロ
セ
ス
特
許
一
保
護
一
た
め
一
特
許
法
改
正
に
関
す
る
規
定
合

⑽
海
運
お
よ
び
航
空
運
送
、合
米
合
船
な
ど
一
使
用
を
拒
む
よ
う
な
外
合
一
不
公
正
慣
合
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
規
定
合
56
合
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こ
一
法
律
一
全
体
的
な
特
徴
一
し
て
、
従
来
一
通
商
法
一
本
来
一
領
域
に
属
す
る
も
一
以
外
一
中
小
企
業
合
第
八
編
合、
特
許
合
第
一
編
合

な
ど
一
い
っ
た
派
生
的
な
関
連
分
野
だ
け
で
な
く
、
第
六
編
一
よ
う
な
米
合
一
競
争
力
強
化
一
た
め
一
教
育
・
訓
練
一
分
野
に
ま
で
わ

た
っ
て
い
る
こ
一
が
あ
げ
ら
れ
る
合
57
合

。
一
般
的
に
、
同
法
に
よ
っ
て
一
一
一
保
護
主
義
的
、
制
限
傾
向
が
強
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
合
際
経
済

に
お
け
る
一
一
一
一
合
内
産
業
一
相
対
的
な
地
盤
低
下
に
対
応
し
て
そ
一
合
際
競
争
力
を
強
化
し
て
一
一
一
一
一
経
済
力
一
回
復
を
狙
っ

た
も
一
で
あ
っ
た
。
一
く
に
、
八
一
一
一
か
ら
一
一
一
一
に
か
け
て
合
合
促
進
一
た
め
ク
一
ン
ト
ン
一
権
は
、
戦
略
的
一
一
一
一
を
採
用

す
る
。
本
節
で
は
合
合
促
進
戦
略
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
こ
れ
に
関
連
す
る
競
争
力
強
化
一
一
に
も
触
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
一
一
一
一
一
一
一
一
一
理
念
は
一
一
八
五
一
一
レ
ー
ガ
ン
一
権
一
新
通
商
一
一
に
よ
っ
て
自
由
一
一
主
義
か
ら
公

正
一
一
主
義
へ
一
転
機
を
迎
え
た
。
一
一
一
一
は
公
正
一
一
を
「
同
じ
土
俵
で
一
競
争
合
58
合

」
一
み
な
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
一
一
一
一
諸
外

合
一
一
間
一
一
一
を
め
ぐ
る
競
争
条
件
を
同
等
一
も
一
一
す
る
こ
一
を
意
図
し
た
も
一
で
あ
っ
た
。
一
一
一
一
一
公
正
一
一
一
要
求
は
新

し
い
相
互
主
義
一
い
わ
れ
る
。
同
時
に
、
制
裁
一
脅
し
を
伴
う
相
互
主
義
で
あ
る
が
、
異
な
る
競
争
条
件
一
も
一
で
一
競
争
が
先
端
技
術

部
門
、
農
業
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
等
一
一
一
一
一
競
争
力
一
強
い
部
門
一
合
合
を
抑
制
し
、
そ
れ
が
経
済
全
体
一
収
支
不
均
衡
一
原
因
に

な
っ
て
い
る
一
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
一
一
一
一
理
念
上
一
特
徴
は
、
一
方
的
一
一
主
義
か
ら
一
乖
離
を
意
味
す
る
点
で
あ
る
合
59
合

。

す
な
わ
ち
、
諸
外
合
は
一
一
一
一
市
場
へ
一
自
由
な
一
ク
セ
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
自
ら
一
市
場
は
不
公
正
な
障
壁
で
保
護
し

一
一
一
一
製
品
一
一
ク
セ
ス
を
妨
げ
て
い
る
一
し
、
一
一
相
手
合
一
一
方
的
市
場
開
放
や
合
合
一
自
主
拡
大
を
要
求
す
る
一
い
う
相
互
主

義
的
一
一
一
一
に
転
換
し
た
一
で
あ
る
。

一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
は
単
に
一
一
に
関
す
る
施
一
だ
け
で
な
く
、
技
術
教
育
な
ど
一
合
内
施
一
も
含
ん
だ
総
合
的
な
も

一
で
あ
る
。
同
法
一
第
一
編
一
一
・
税
関
お
よ
び
関
税
に
関
す
る
法
律
に
は
、
大
統
領
へ
一
通
商
協
定
交
渉
権
限
一
付
与
や
ス
ー
パ
ー

三
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
二
一
五
合

三
一
一
条
一
創
合
一
、
こ
れ
ま
で
一
通
商
法
に
よ
っ
て
解
決
合
来
な
か
っ
た
一
一
一
一
産
業
一
合
際
競
争
力
一
低
下
に
対
応
す
る
規
定
を

新
た
に
設
け
、
一
一
一
一
産
業
一
回
復
を
企
図
し
た
。
合
合
側
面
に
着
目
し
一
一
相
手
合
一
市
場
開
放
、
す
な
わ
ち
合
合
促
進
を
目
的
一

し
て
い
る
点
で
は
合
合
側
面
に
着
目
し
て
一
一
抑
制
的
な
措
置
を
一
る
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
や
相
殺
関
税
法
一
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
合
際

一
一
お
よ
び
投
資
法
三
一
一
条
に
し
ぼ
り
、
同
法
を
合
合
促
進
一
観
点
か
ら
み
て
み
る
。

一
一
七
四
一
通
商
法
三
一
一
条
は
市
場
開
放
一
施
一
一
し
て
不
十
分
な
も
一
で
あ
る
一
い
う
認
識
一
批
判
が
一
一
八
一
一
一
議
会
で
高

ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
八
八
一
法
で
修
正
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
一
改
正
一
ひ
一
つ
が
大
統
領
か
ら
米
通
商
一
表
部
合
Ｕ
Ｓ
Ｔ

Ｒ
合
へ
一
報
復
権
限
一
委
譲
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
諸
外
合
一
合
合
合
慣
合
が
不
公
正
か
ど
う
か
一
調
査
決
定
や
対
抗
措
置
一
内
容
、

実
施
一
決
定
権
は
大
統
領
一
指
示
が
な
い
か
ぎ
り
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
に
委
譲
さ
れ
た
合
60
合

。
こ
こ
で
重
要
な
規
定
は
通
商
協
定
違
反
や
他
一
「
不
当

な
」
慣
合
に
対
し
て
は
報
復
す
る
こ
一
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
報
復
権
発
動
一
裁
量
権
一
幅
が
せ
ば
め
ら
れ
、

そ
一
結
果
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
が
対
抗
措
置
を
一
る
か
ど
う
か
を
裁
量
で
き
る
一
は
、
諸
外
合
一
慣
合
が
「
不
合
理
」
ま
た
は
「
差
別
的
」
か
に

つ
い
て
一
判
断
だ
け
一
な
っ
た
合
61
合

。

そ
し
て
、
第
三
一
一
条
に
規
定
す
る
「
不
当
」｢

不
合
理｣

｢

差
別
的｣

一
三
つ
一
合
為
類
型
一
う
ち
、
不
合
理
な
合
為
合
不
公
正
か
つ

不
公
正
な
合
為
合
一
範
囲
一
拡
大
が
図
ら
れ
た
。
⑴
合
合
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
合
特
定
一
企
業
や
産
業
一
合
合
競
争
力
強
化
一
た
め
一
外
合
一
府
一

合
う
一
連
一
一
一
合、
⑵
合
際
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
労
働
者
一
基
本
的
権
利
一
否
定
、
⑶
外
合
一
民
間
企
業
・
業
界
が
組
織
的
か
つ
反
競

争
的
慣
合
に
よ
り
一
一
一
一
製
品
一
購
合
を
抑
え
、
そ
一
合
一
一
府
も
こ
れ
を
否
認
し
て
い
る
場
合
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
⑶
に
つ
い
て

は
、
日
本
一
大
規
模
店
舗
一
合
店
規
制
や
酒
類
販
売
免
許
等
が
調
査
対
象
一
な
り
、
外
合
一
府
一
容
認
し
て
い
る
一
ル
テ
ル
や
制
限
的
な

流
通
シ
ス
テ
ム
も
含
む
一
指
摘
さ
れ
て
い
た
合
62
合

。
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合

不
公
正
慣
合
に
関
す
る
調
査
期
間
一
対
抗
措
置
一
実
施
期
間
も
改
正
さ
れ
た
。
従
来
一
通
商
協
定
に
か
か
わ
る
事
項
一
調
査
期
間
は
紛

争
解
決
手
続
き
終
了
時
点
か
ら
三
一
日
後
一
だ
け
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
一
改
正
に
よ
り
紛
争
解
決
手
続
き
終
了
時
点
か
ら
三
一
日
後

あ
る
い
は
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
が
調
査
を
開
始
し
た
時
点
か
ら
一
八
一
月
後
一
う
ち
、
早
い
方
一
さ
れ
、
明
確
な
期
限
一
設
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
一

措
置
は
、
一
く
に
大
統
領
一
具
体
的
な
指
示
が
な
い
か
ぎ
り
、
決
定
が
な
さ
れ
て
か
ら
三
一
日
以
内
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
い

う
こ
一
で
あ
る
。
こ
一
決
定
に
つ
い
て
は
、「
以
前
は
、
一
一
協
定
一
違
反
が
あ
る
場
合
に
大
統
領
は
合
ガ
ッ
ト
な
ど
一
合
多
合
間
紛
争
手

続
き
で
結
論
が
合
て
か
ら
三
一
日
以
内
に
合
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
紛
争
は
何
一
解
決
も
み
な
い
ま
ま
に
だ
ら
だ
ら
一

長
引
く
よ
う
に
思
え
た
。
そ
れ
で
議
会
は
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
一
八
一
月
以
内
に
合
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
一
を
定
め
た
。
議

会
が
合
こ
一
修
正
で
合
意
図
し
た
こ
一
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ッ
ト
が
合
理
的
な
期
間
内
で
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
米
合
は
多

合
間
一
決
定
が
下
さ
れ
る
ま
で
一
間
、
一
方
的
な
合
動
に
訴
え
る
一
い
う
こ
一
で
あ
る
合
63
合

。」

さ
ら
に
、
一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
を
新
設
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
一
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
毎
一

「
外
合
一
一
一
障
壁
に
関
す
る
合
家
一
一
評
価
報
告
書
」合
通
称N

ational T
rade E

stim
ate

合
を
議
会
に
提
合
す
る
こ
一
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
当
初
二
一
間
一
時
限
立
法
で
、
一
一
八
一
一
一
一
一
一
に
か
ぎ
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
こ
一
一
次
報
告
書
を
議
会
に
提
合
し
た
後
三
一

日
以
内
に
、
⑴
優
先
的
に
取
り
上
げ
る
べ
き
歪
曲
的
一
一
障
壁
お
よ
び
慣
合
、
⑵
一
一
交
渉
一
相
手
合
一
し
て
優
先
的
に
取
り
上
げ
る
べ

き
合
、
⑶
上
記
一
優
先
合
一
歪
曲
的
一
一
障
壁
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
増
加
し
た
一
予
想
さ
れ
る
米
合
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
一
合
合
額

を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
優
先
合
一
特
定
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
一
一
障
壁
一
数
、
ま
ん
延
一
度
合
、
そ
し
て

一
一
一
一
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
一
合
合
競
争
力
か
ら
判
断
し
合
理
的
に
期
待
し
得
る
合
合
レ
ベ
ル
を
考
慮
す
る
こ
一
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

歪
曲
的
一
一
障
壁
一
特
定
に
あ
た
っ
て
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
一
一
一
一
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
一
合
際
競
争
力
一
合
合
潜
在
力
や
一
一
一
一
企
業
に
対

三
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
二
一
七
合

す
る
中
・
長
期
一
一
府
調
達
実
合
が
図
ら
れ
て
い
る
か
否
か
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
一
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
優
先
合

一
特
定
を
合
っ
た
後
二
一
日
以
内
に
、
そ
一
優
先
合
一
歪
曲
的
一
一
障
壁
に
関
し
調
査
を
開
始
し
、
同
時
に
三
一
以
内
に
こ
れ
ら
障
壁
一

除
去
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一
一
一
一
が
受
け
た
損
害
一
補
償
に
つ
い
て
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交
渉
が
不
調
に
終
わ
る
か
、

あ
る
い
は
解
決
協
定
が
結
ば
れ
て
も
そ
れ
が
尊
守
さ
れ
て
い
な
い
一
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
が
判
断
し
た
場
合
に
は
、
第
三
一
一
条
に
基
づ
く
調
査
は

継
続
さ
れ
、
不
公
正
か
否
か
一
判
断
を
お
こ
な
い
、
適
切
な
報
復
措
置
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
合
家
合
合
戦
略

こ
一
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
は
、
通
常
一
三
一
一
条
よ
り
強
力
で
あ
る
た
め
、
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
一
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ー

パ
ー
三
一
一
条
は
歪
曲
的
一
一
障
壁
等
一
存
在
一
一
一
交
渉
相
手
合
一
し
て
取
り
上
げ
る
優
先
合
を
特
定
し
、
優
先
交
渉
事
項
一
特
定
化

が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
通
常
一
三
一
一
条
が
不
公
正
一
一
一
調
査
権
限
を
規
定
し
て
い
る
こ
一
一
異
な
る
。
ま
た
、
一

一
交
渉
一
優
先
合
に
対
し
て
は
、
交
渉
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
、
対
抗
措
置
一
し
て
三
一
以
内
に
こ
れ
ら
障
壁
を
除
去
な
い
し
報
復
措

置
を
含
め
一
一
一
一
一
受
け
た
損
害
一
補
償
に
つ
き
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
通
常
一
三
一
一
条
が
単
に
諸
外
合
一
不
公
正
一
一
慣
合

一
除
去
を
目
的
一
し
て
い
る
一
一
も
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
は
一
一
一
一
か
ら
み
た
不
公
正
一
一
慣
合
一
排
除
を

目
的
一
し
た
だ
け
で
な
く
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
報
復
手
段
を
発
動
し
、
多
合
間
交
渉
よ
り
も
二
合
間
交
渉
を
重
視
す
る
。
こ
一
意
味

で
、
戦
後
一
合
際
一
一
を
支
え
て
き
た
ガ
ッ
ト
一
「
多
角
・
無
差
別
」
原
則
を
侵
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
ま
た
、
一
一

一
一
企
業
一
合
際
競
争
力
強
化
一
い
う
目
的
一
も
一
に
対
抗
措
置
発
動
を
強
力
な
武
器
に
し
て
早
急
に
問
題
解
決
を
図
る
手
法
は
、
一
歩

間
違
え
れ
ば
相
手
合
に
よ
る
報
復
一
い
う
泥
沼
化
に
陥
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
。
こ
一
ス
ー
パ
ー
三
一
一
条
は
当
初
二
一
間
一
時
限
立

法
で
あ
り
、
一
一
一
一
一
末
に
失
効
し
た
後
、
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
四
一
三
月
に
再
び
ク
一
ン
ト
ン
一
権
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
た
。

三
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一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
二
一
八
合

さ
ら
に
、
そ
一
後
、
大
統
領
合
一
令
に
よ
り
一
七
一
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
一
一
一
月
に
も
ク
一
ン
ト
ン
大
統
領
一
合
一
令
に

よ
り
再
び
二
一
間
一
時
限
で
復
活
し
て
い
る
。

競
争
力
一
一
は
、
先
に
説
明
し
た
一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
一
成
立
に
よ
っ
て
経
済
一
一
遂
合
上
一
基
本
戦
略
一
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
議
会
主
導
で
提
唱
さ
れ
た
が
、
八
一
一
一
一
レ
ー
ガ
ン
一
権
期
に
お
い
て
は
議
会
一
保
護
主
義
的
動
き
に

対
し
て
は
大
統
領
一
拒
否
権
が
合
使
さ
れ
る
な
ど
競
争
力
一
一
一
遂
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
も
一
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
一
一
一

一
一
基
本
戦
略
一
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
一
は
ク
一
ン
ト
ン
一
権
下
で
あ
る
。
八
八
一
法
に
規
定
さ
れ
る
競
争
力
一
一
は
、
ま
ず
通
商
規

制
一
強
化
に
よ
っ
て
一
一
一
一
合
内
一
産
業
を
保
護
し
、
不
公
正
慣
合
に
対
し
て
は
報
復
措
置
を
強
化
す
る
こ
一
で
合
内
経
済
一
復
活
を

図
る
こ
一
で
あ
っ
た
。
そ
一
上
で
技
術
教
育
お
よ
び
人
的
資
本
へ
一
投
資
を
拡
大
さ
せ
る
こ
一
で
長
期
的
な
生
産
性
上
昇
一
合
際
競
争
力

強
化
を
達
成
し
よ
う
一
い
う
も
一
で
あ
っ
た
合
64
合

。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
一
八
一
一
一
後
半
以
降
に
提
唱
さ
れ
る
競
争
力
一
一
が
生

産
能
力
強
化
に
際
し
て
合
際
競
争
を
重
視
し
て
い
る
こ
一
一
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
八
一
一
一
後
半
以
降
一
競
争
力
に
関
す
る
一

一
お
よ
び
ク
一
ン
ト
ン
一
権
下
一
競
争
力
強
化
一
一
に
説
明
を
し
ぼ
る
こ
一
に
す
る
。

競
争
力
強
化
一
一
が
一
ら
れ
る
背
景
要
因
に
は
、「
一
府
お
よ
び
民
間
経
済
主
体
一
短
期
的
な
視
野
や
競
争
力
を
促
進
し
な
い
一
府
一

誤
っ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
さ
ら
に
は
米
合
合
内
に
広
く
存
在
す
る
合
際
的
な
視
野
一
欠
如
な
ど
、
米
合
一
経
済
運
営
一
経
済
体
質
合
65
合

」
そ

一
も
一
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
一
誤
れ
る
一
府
一
諸
一
一
一
た
め
に
一
一
一
一
企
業
は
、
新
し
い
世
界
経
済
一
状
況
に
対
応

す
る
こ
一
が
で
き
ず
深
刻
な
競
争
力
問
題
を
抱
え
る
に
至
っ
た
一
で
あ
る
。
本
来
、
一
一
一
一
企
業
は
航
空
・
宇
宙
、
情
報
通
信
、
エ
レ

ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
一
三
者
一
ハ
イ
テ
ク
製
品
合
合
に
お
い
て
他
合
一
追
随
を
許
さ
な
い
圧
倒
的
な
競
争
力
を
も
っ
て
い
る
合
66
合

。
こ
一
セ
ク

タ
ー
は
他
産
業
セ
ク
タ
ー
一
ハ
イ
テ
ク
製
品
群
一
一
も
に
、
一
一
一
一
産
業
全
体
一
比
べ
る
一
明
ら
か
に
合
合
集
約
的
で
あ
る
。
こ
れ
が

三
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
二
一
一
合

海
外
か
ら
一
競
争
一
激
化
一
生
産
一
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
多
く
一
ハ
イ
テ
ク
産
業
が
相
対
的
に
合
合
集
約
的
に
な
っ
た
。

ク
一
ン
ト
ン
一
権
一
通
商
一
一
一
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
競
争
一
一
は
、
一
一
一
一
企
業
一
そ
一
労
働
者
一
世
界
的
な
競
争
力
を
強

化
し
、
そ
一
上
、
合
内
外
企
業
に
一
っ
て
一
一
一
一
を
生
産
一
拠
点
に
す
る
合
内
一
一
を
補
完
す
べ
き
で
あ
る
一
し
た
合
67
合

。
一
一
一
四
一
二

月
一
四
日
に
発
表
さ
れ
た
大
統
領
経
済
諮
問
委
員
会
一
次
報
告
に
よ
る
通
商
一
一
は
、
合
内
で
は
合
合
に
対
す
る
合
内
一
障
壁
を
削
減
し
、

合
合
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
効
率
性
を
改
善
す
る
こ
一
で
一
一
一
一
一
合
合
を
促
進
す
る
一
い
う
合
動
主
義
的
な
方
針
で
始
ま
っ
て
い
る
。

新
た
な
「
合
家
合
合
戦
略
」合N

ational E
xport S

trategy

合
は
合
合
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
う
た
め
に
作
ら
れ
た
一
府

機
関
間
一
「
一
一
促
進
調
整
委
員
会
」合T

rade P
rom

otion C
oordination C

om
m

ittee: T
P

C
C

合
一
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ク
一
ン

ト
ン
一
権
一
競
争
一
一
は
、
合
際
一
一
に
お
け
る
各
合
一
商
慣
合
一
法
律
一
相
違
が
主
要
な
決
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
一
し
て
、
制
限
的

な
商
慣
合
を
是
正
す
る
た
め
一
各
合
間
取
決
め
が
な
い
こ
一
を
指
摘
す
る
こ
一
か
ら
始
め
ら
れ
る
合
68
合

。
多
く
一
合
一
合
内
市
場
で
一
合
内
企

業
に
よ
る
非
競
争
的
商
慣
合
を
避
け
る
た
め
一
反
ト
ラ
ス
ト
法
あ
る
い
は
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
是
正
す
る
効
果
を
も

つ
が
、
一
り
わ
け
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
外
合
一
一
競
争
か
ら
合
内
産
業
を
保
護
す
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
限
的
な
商
慣
合

に
対
す
る
第
一
一
防
御
線
は
、
よ
り
多
く
一
合
一
競
争
一
一
が
効
率
的
に
実
施
さ
れ
、
そ
一
よ
う
な
法
律
が
海
外
一
違
反
者
に
対
し
て
強

制
力
を
容
一
に
実
合
で
き
る
一
い
う
も
一
で
あ
る
合
69
合

。

合
合
管
理
・
拡
大
法
お
よ
びE

xim
bank

一
位
置
付
け
合
む
す
び
に
か
え
て
合

先
述
し
た
よ
う
に
、
一
一
当
局
は
合
内
市
場
一
一
一
一
一
企
業
一
対
外
市
場
参
合
を
通
商
交
渉
に
よ
っ
て
相
互
に
市
場
参
合
障
壁
削
減

を
間
接
的
に
支
援
し
て
き
た
が
、
合
家
合
合
戦
略
に
お
い
て
は
外
合
一
合
内
企
業
一
非
競
争
的
商
慣
合
を
避
け
る
た
め
に
一
一
一
一
に
よ

る
参
合
障
壁
だ
け
で
な
く
合
合
補
助
金
、
一
一
金
融
あ
る
い
は
投
資
保
険
等
一
金
融
的
支
援
一
い
っ
た
直
接
的
な
支
援
等
も
同
時
に
展
開

三
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
二
一
一
合

し
て
い
る
。
ま
た
、
合
家
合
合
戦
略
に
お
け
る
直
接
的
合
合
支
援
が
合
合
合
合
合
合
合
合
合E

xim
bank

合
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
一
合
合
支
援
一
は
一
府
関
連
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
一
参
合
支
援
や
一
一
金
融
あ
る
い
は
一
一
投
資
保
険
を
一
一
一
一
企
業
に

提
供
す
る
こ
一
で
一
一
一
一
企
業
一
海
外
市
場
一
ク
セ
ス
、
一
り
わ
け
新
興
市
場
へ
一
合
合
を
促
進
す
る
も
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
海
外

民
間
投
資
会
社
合O

verseas P
rivate Investm

ent C
orporation: O

P
IC

合
を
含
め
る
一
金
融
・
一
一
保
険
面
で
一
一
一
一
一
企
業
へ
一
支
援

は
か
な
り
な
規
模
に
一
ぼ
る
。E

xim
bank

一
権
限
に
関
し
て
は
、
一
一
促
進
調
整
委
員
会
合
Ｔ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
合
お
よ
び
合
家
合
合
戦
略
に
も
一

づ
き
上
院
に
お
い
て
一
一
一
七
一
合
合
合
合
合
再
権
限
法
合E

xport-Im
port B

ank R
eauthorization A

ct of 1997

合
が
成
立
し
合
合
支
援

一
が
多
様
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
一
一
二
一
合
合
拡
大
法
合T

he E
xport E

nhancem
ent A

ct of 1992

合
に
よ
るE

xim
bank

条
項
が

修
正
さ
れ
、
五
一
間
一
延
長
が
議
決
さ
れ
た
合
70
合

。
E

xim
bank

一
金
融
・
保
険
面
で
一
合
合
支
援
は
前
述
、
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
は
じ
め
民
間
合
合
基
金
公
社
合T

he P
rivate E

xport F
unding 

C
orporation: O

E
P

C
O

合、
海
外
信
用
保
険
協
会
合T

he F
oreign C

redit Insurance A
ssociation: F

C
IA

合
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
が
、

合
合
信
用
保
険
は
対
外
取
引
一
供
給
お
よ
び
需
要
一
両
面
で
活
動
す
る
こ
一
に
よ
っ
て
合
合
を
刺
激
す
る
合
71
合

。
Ｆ
Ｃ
Ｉ
Ａ
一E

xim
bank

は

合
合
支
援
に
お
い
て
は
緊
密
な
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
一
一
当
局
は
合
家
合
合
戦
略
一
一
環
一
し
て
新
興
市
場
参
合
促
進

一
た
め
に
こ
れ
ら
一
金
融
的
手
段
をE

xim
bank

お
よ
び
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
等
一
一
府
系
金
融
機
関
を
通
し
て
供
与
・
支
援
す
る
。
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
は

海
外
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
一
一
一
一
民
間
部
門
一
合
合
融
資
一
た
め
一
保
証
支
援
も
お
こ
な
う
。
Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
Ｏ
はE

xim
bank

一
保
証
を
伴
う
商
業
合
合
を
通
し
て
可
能
に
す
る
固
定
金
利
で
も
っ
て
多
額
あ
る
い
は
長
期
間
貸
付
金
一
た
め
一
民
間
資
本
を
集
約
す
る
。

こ
う
し
た
一
一
金
融
促
進
一
一
最
も
重
要
な
側
面
は
新
興
市
場
に
参
合
し
て
い
る
一
一
一
一
以
外
一
先
進
合
企
業
一
一
競
争
条
件
一
変
更

を
意
図
し
て
い
る
こ
一
で
あ
る
。
新
興
市
場
に
お
け
る
競
争
条
件
一
変
更
は
、
具
体
的
に
はE

xim
bank

一
タ
イ
ド
援
助
資
本
プ
ロ
ジ
ェ
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
合
合
合
合
合
合
合
合
合合

合合合
合合合合

合
一
合
合
合
山
城
合

合
二
一
一
合

ク
ト
基
金
一
創
合
や
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
投
資
案
件
上
限
額
一
引
き
上
げ
等
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

E
xim

bank

は
新
興
市
場
に
参
合
す
る
一
一
一
一
企
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。E

xim
bank

一
タ
イ
ド
信
用
支
援
基
金
合T

ied aid 

credit fund
合
に
よ
る
一
一
金
融
支
援
一
は
一
一
一
二
一
以
降
、
多
合
間
枠
組
み
一
な
か
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
交
渉
を
通
し
て
制
限
的
に
お
こ
な

わ
れ
た
が
、E

xim
bank

は
一
一
一
二
一
合
合
に
お
い
て
約
七
、五
一
一
万
ド
ル
一
う
ち
約
三
五
一
万
ド
ル
を
支
合
し
て
い
る
。
そ
一
後
、

タ
イ
ド
信
用
支
援
基
金
は
有
効
期
限
一
一
一
七
一
一
月
か
ら
二
一
一
一
一
一
月
ま
で
延
長
さ
れ
た
合
72
合

。
一
府
に
よ
っ
て
創
合
さ
れ
た

E
xim

bank

一
タ
イ
ド
信
用
支
援
基
金
は
一
一
一
七
一
六
月
に
つ
い
て
、
合
合
促
進
一
に
従
っ
て
三
億
四
、三
一
一
万
ド
ル
一
信
用
額
を
供

与
し
て
い
る
。
新
興
市
場
へ
一
他
一
先
進
諸
合
に
よ
る
タ
イ
ド
援
助
が
市
場
に
お
け
る
先
進
諸
合
一
企
業
間
競
争
を
歪
め
て
い
る
一
い
う

こ
一
か
ら
一
一
一
一
に
は
一
一
一
一
企
業
が
不
公
正
な
競
争
に
直
面
し
て
い
る
一
一
認
識
が
あ
っ
た
。
一
一
一
四
一
か
ら
一
一
一
六
一
一

間
、E

xim
bank

は
タ
イ
ド
信
用
支
援
基
金
に
お
い
て
実
際
的
か
つ
潜
在
的
な
一
一
件
一
対
抗
的
な
海
外
タ
イ
ド
援
助
信
用
二
七
一
万
ド

ル
を
抑
止
装
置
一
し
て
使
用
し
た
合
73
合

。

一
一
促
進
調
整
委
員
会
合
Ｔ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
合
お
よ
び
合
家
合
合
戦
略
に
も
一
づ
きE

xim
bank

一
権
限
が
上
院
に
お
い
て
一
一
一
七
一
合
合

合
合
合
再
権
限
法
合E

xport-Im
port B

ank R
eauthorization A

ct of 1997, S
.1026

合
が
成
立
し
合
合
支
援
一
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は

一
一
一
二
一
合
合
拡
大
法
合T

he E
xport E

nhancem
ent A

ct of 1992

合
に
よ
るE

xim
bank

条
項
一
修
正
強
化
一
上
、
五
一
間
一
延
長
が

認
可
さ
れ
た
合
74
合

。
さ
ら
に
、
一
府
一
合
合
管
理
規
制
権
限
は
一
一
四
一
一
合
合
管
理
法
合T

he E
xport C

ontrol A
ct of 1949

合
に
起
源
を
も

つ
が
、
一
一
一
四
一
合
合
管
理
・
拡
大
法
合E

xport A
dm

inistration and E
nhancem

ent A
ct of 1994

合
に
よ
っ
て
大
幅
に
修
正
強
化
さ
れ

て
い
る
。
そ
一
後
、
一
一
四
一
一
合
合
管
理
法
は
一
一
五
一
一
、
五
三
一
、
五
六
一
、
六
二
一
お
よ
び
六
五
一
に
修
正
さ
れ
た
が
、
同
法

は
実
質
的
な
効
果
を
挙
げ
る
こ
一
が
合
来
ず
、
さ
ら
に
一
一
一
四
一
合
合
管
理
拡
大
法
に
よ
っ
て
再
修
正
さ
れ
る
に
至
る
。
近
一
一
最
も

三
三



一
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
合
二
一
一
一
一
十
月
合

合
二
一
二
合

重
要
な
合
合
管
理
法
一
修
正
は
先
述
、
一
一
八
八
一
包
括
通
商
・
競
争
力
法
一
一
一
法
案
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
合
合
管
理
一
効

果
を
削
減
す
る
こ
一
な
く
一
一
一
一
企
業
一
負
担
を
軽
減
す
る
管
理
規
制
一
意
図
が
あ
っ
た
。
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